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写     真 

写真-1：西インド諸島大学モナ校正門入口。 写真-2：二重に施錠されている LL 教室入口。

写真-3：40 人用 LL 教室。1996 年度文化無償

で調達されたアナログ式 LL 機材が設置。 
写真-4：40 人用 LL 教室。整理整頓がなされ

掃除が行き届いている。 

写真-5：教師卓。右手がメインコンソール。
 

写真-7：メインコンソール。2008 年不具合 

が発生し現在もタッチパネルに不具合有り。

写真-6：アンプラック。使用方法のマニュア

ルが作成され丁寧に使用されている。 

写真-8：使用頻度の高いヘッドホンは劣化が

激しい。 
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写真-9：学生卓。概ね状態は良好。一部の 

カセットテープレコーダーは性能劣化。 

写真-10：床の配線はケースウェイを使用。 

 

写真-11：LL 教室設置の液晶プロジェクター

(2002 年度 F/U 調達機材)。使用頻度が高い。

写真-13：日本語教師の部屋で施錠付キャビ 

ネットで保管されているビデオ教材等。 

写真-15：カリブメディア通信研究所に移管さ

れたビデオカメラ。性能劣化している。 

写真-12：日本語教師の部屋に保管されてい

る国際交流基金寄贈の教材。 

写真-14：生きた教材として学生達に人気の

日本のレストランメニュー。 

写真-16：既存のカセットテープ複製機。頻

繁に使用されてきたが状態はいまだ良好。 
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写真-17：既存の編集コントローラー。頻繁に

使用されてきたが性能劣化している。 

  
写真-18：専任技術者が独自に作成した機材 

の使用マニュアル。 

写真-19：純粋応用学部電子ユニットの作業 

部屋。技術・維持管理面で本件支援にあたる。

写真-21：ポートアントニオ市のオープンキ

ャンパス。コミュニティーセンターを利用。

写真-20：学内に複数あるコンピュータール

ーム。学生は無料で利用可能。 

写真-22：写真-21 の建物内部。衛星通信を利

用し授業が行われる（マイク有り、カメラは

無し）。 

 
写真-23：2005 年に中国から支援された LL 機

材。設置後すぐに故障し活用されていない。
写真-24：中国 LL 機材の不具合はプーリー 

（滑車）のひび割れが原因。 
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1. プロジェクトの背景・経緯 
(1) 要請の背景・目的 

ジャマイカ（以下「ジ」国という。）は人口 269 万人、一人当たり GNI4,800 ドル（2008

年、世銀）の中所得国に位置付けられる小国ながら、カリブ地域のリーダー的存在として

CARICOM 諸国1へ大きな影響力を有する。1958～1962 年には「ジ」国を含むカリブ地域のイ

ギリス植民地が「西インド連邦」として自治連邦制を採用していた背景をもち、現在も当

時の結束は継続している。西インド諸島大学はかかる背景の下に誕生した大学であり、カ

リブ地域の 3ヶ国にキャンパスを有し、また 16 ヶ国に対してアウトリーチプログラムとし

て遠隔地教育を実施する、地域レベルの高等教育機関である。 

「ジ」国の首都キングストン市にある西インド諸島大学モナ校（以下「同大学」という。）

は、1996 年度我が国文化無償資金協力にてアナログ式 LL 機材が整備された。長年に亘り日

本語及びその他外国語（スペイン語、フランス語、ポルトガル語、中国語）の授業で利活

用されてきたが、2008 年 3 月に突然メインコンソールに不具合が発生し、ほとんど使用不

可能となった。一時復旧するも、2010 年 2 月に再び不具合が発生して授業に支障をきたし

ている。既存機材は既に製造中止のためスペアパーツの入手が不可能であり、一時は大学

独自による機材の更新が検討されたが、予算的制約から断念せざるを得なかった。 

「ジ」国政府は、同大学の LL 機材の更新により、日本語教育の品質・レベルを向上させ、

中期的（5ヶ年計画）には現在選択科目である日本語コースを副専攻化（マイナー化）させ、

長期的（10 ヶ年計画）にはジャマイカ人日本語教師の輩出及び両国間の友好関係を構築・

促進できる人材の育成を目的として、機材の整備に必要な資金協力を我が国に対し要請し

た。 

 

(2) 要請の内容 

1) 要請年月 2008 年 10 月 

2) 要請金額 21.2 百万円 

3) 要請内容 合計 26 品目 

日本語学習機材：教師用ユニット、学生用ユニット、教師用管理 PC（専用ソフトウェア付

き）、デジタルパワードミキサー、スイッチングハブ等 26 品目 

 

2. 我が国の関連分野への協力 
(1) 我が国の関連分野への協力 

 我が国の関連分野への協力実績は表-1 のとおりである。1996 年度文化無償資金協力で LL

機材、2002 年度右フォローアップ事業で LL 機材のスペアパーツ等が整備されている。その

ほか、JETプログラム2で 2000～2009 年に 153人の研修員が日本へ招致されているほか、2009

年 8 月時点で文部科学省による国費外国人留学生 46 人が日本へ派遣されている。 

                                               
1 Caribbean Community：カリブ共同体。西インド諸島のカリブ諸国及び領土のモントセラ

ト、南米ギアナ地方のガイアナ、スリナム及び中米のベリーズなどを含めた 14 ヶ国と 1地

域で結成されたカリブ海地域の経済協力を促進する機関。 
2 JET プログラム：「語学指導等を行う外国青年招致事業」（The Japan Exchange and Teaching 

Programme）の略称。地方公共団体が総務省、外務省、文部科学省及び（財）自治体国際化

協会の協力の下、外国語教育の充実と地域レベルの国際交流の進展を目的として実施。 
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表-1 我が国の関連分野への協力実績（語学教育分野） 

（単位：百万円） 

実施年度 協力形態 案件名 
供与

限度額
概要 

1994 年度～ 留学生受入 国費外国人留学生制度  本邦大学等への留学

1996 年度 無償資金協力 西インド大学に対する

語学教育機材 

46.7 日本語学習機材の調

達 

1996～1997 年度 ｼﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 日本語教育の拡充   

1998 年度～ 青年海外協力隊 日本語教育の拡充   

2000 年度～ 研修員招致 外国青年招致事業  JET プログラム 

2002 年度 無償資金協力 1996 年度文化無償フ

ォローアップ事業 

1.5 スペアパーツ等の調

達 

2005～2007 年度 教材助成 日本語教材寄贈プログ

ラム 

 国際交流基金による

日本語教材支援 

 
(2) 他のドナー国・機関の援助動向 

表-2 西インド諸島大学に対する他のドナー国・機関の協力実績 

実施年度 機関名 案件名 金額 援助形態 概要 

不明 フランス政府 
外国青年招致

事業 
不明 研修員受入 

フランスへジャマイカ

人教師の派遣 

1960 年～ フランス政府 技術者派遣 不明 技術協力 フランス語教師の派遣 

2005 年 中国政府 無償 不明 無償資金協力 LL 機材（24 人用）支援

2006 年～ 

2008 年 
中国政府 技術者派遣 不明 技術協力 中国語教師の派遣 

2007 年～ スペイン政府 技術者派遣 不明 技術協力 スペイン語教師の派遣 

2008 年～ ブラジル政府 技術者派遣 不明 技術協力 
ポルトガル語教師の派

遣 

 

3. プロジェクトの実施体制  
(1) 組織 

本プロジェクトの主管官庁は教育省、実施機関は西インド諸島大学モナ校である。1948

年、ロンドン大学のカレッジのひとつとして西インド諸島大学の前身がモナに設立され、

1962 年にロンドン大学との提携関係から独立を果たした。同大学はカリブ地域で も古く

に設立されトップに位置する高等教育機関である。図-1 のとおり、同大学のほか、バルバ

ドス国にケイブヒル校、トリニダード・トバゴ共和国にセント・オーガスチン校の 3 つの

キャンパス、そしてカリブ地域 16 ヶ国に衛星・インターネットを利用して遠隔授業を行う

オープンキャンパスを有する。CARICOM 諸国中から多くの若者らが西インド諸島大学を目指

して集まり、大学全体の学生数は約 39,000 人、年間卒業生は約 5,800 人にのぼる。 
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図-1 西インド諸島大学組織図 

同大学の組織図は図-2 のとおりである。同大学、ケイブヒル校、セント・オーガスチン

校の各キャンパスには、共通の学部である法学部、人文教育学部、社会科学部が設置され

ている。さらに、同大学とケイブヒル校には医学部、純粋応用科学部が、セント・オーガ

スチン校には自然科学部、農学部、医学部、工学部が設置されている。 

 

 
図-2 西インド諸島大学モナ校組織図 

 

表-3 のとおり、2008 年度の同大学の学生総数は 16,397 人で、内訳はキャンパスに通う

学生が 14,447 人、オープンキャンパスの学生が 1,950 人である。授業は、前期 8～12 月、

後期 1～5月、夏期 6～7月に分かれている。 

本プロジェクトの実施部門は人文教育学部の現代言語・文学学科である。同学科には日

本と中国から機材を支援された 2つの LL 教室があり、日本の機材がある LL 教室 1は 40 人

用、中国の LL 教室 2は 24 人用で、主に LL 教室 1が利用されている。LL 教室を利用するの
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は 5 つの外国語コース（日本語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、中国語）の授

業、夏期講座、提携大学からの交換留学生の授業等である。外国語コースは他学部から、

夏期コースは一般からも受講可能である。表-4 のとおり、2008 年度は学生 3,613 人（うち

日本語コースは 275 人）、常勤教師 20 人、非常勤講師らが LL 機材を使用している。 

 

表-3 2008 年度西インド諸島大学モナ校学生数 

 （単位：人） 

学部・センター名（計 7） キャンパス 
オープン 

キャンパス
合計 

人文教育学部 4,917 764 5,681 

カリブメディア通信研究所 368     

教育学科 457     

歴史・考古学科 509     

図書館・情報学科 201     

英文学科 1,470     

現代言語・文学学科 1,912     

法学部 62  0 62 

医学部 2,001 685 2,686 

純粋応用科学部 2,262 74 2,336 

社会科学部 5,175 427 5,602 

ジェンダー・開発研究センター 22  0 22 

大学院研究センター 8  0 8 

合計 14,447 1,950 16,397 

 （出典：西インド諸島大学モナ校提出資料） 

 

表-4 2008 年度外国語コース受講者数 

 （単位：人） 

言語 2007 年度 2008 年度 

日本語 256 275 

スペイン語 2,706 2,348 

ポルトガル語 0 100 

フランス語 774 890 

中国語 62 0 

合計 3,798 3,613 

※1 前期・後期の延べ人数である。 

※2 2007 年度はポルトガル語教師不在のため受講者なし。 

※3 2008 年度は中国語教師不在のため受講者なし。 

 （出典：西インド諸島大学モナ校提出資料） 
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1996 年度文化無償で LL 機材が整備されてから現在に至るまでの日本語コースの受講者

数の推移、及び今後 4年間（2012 年度まで）の予測は表-5 のとおりである。日本からの支

援により、受講者は 1996 年度の 72 人から 2008 年度の 275 人へと約 4倍になり、着実に日

本語学習者を増やしている。また、JET プログラム の ALT（外国語指導助手）や文部科学

省による国費外国人留学生を多数輩出するなどの実績も挙げている。 

 

表-5 日本語コース受講者数の推移及び予測 

 （単位：人） 

年度 学生 一般 計 

1996 72 72 

1997 66 66 

1998 94 94 

1999 96 96 

2000 84 84 

2001 94 94 

2002 98 98 

2003 146 146 

2004 176 176 

2005 128 128 

2006 248 248 

2007 256 256 

2008 260 15 275 

2009 270 45 315 

2010 270 45 315 

2011 290 45 335 

2012 290 45 335 

※1 前期・後期の延べ人数である。 

※2 2000 年度はクラスの再編成を実施したため減員している。 

※3 2005 年度は日本語教師（JOCV）が 2人から 1人に減員された。 

 （出典：西インド諸島大学モナ校提出資料） 
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(2) 財政状況 

「ジ」国政府及び教育省の 2006～2009 年度予算は表-6 のとおりである。「ジ」国は、食

糧やエネルギーの多くを輸入に依存しているため外的要因やハリケーン等自然災害の影響

を受けやすく、一般的にその経済基盤は脆弱である。2007 年 8 月に首都キングストン市に

上陸したハリケーン・ディーンの被害は予想以上に大きく、2007 年の GDP 実質成長率は

1.4％、2008 年は-0.6％と伸び悩み、2007 年後半から始まった食料品の高騰を背景にイン

フレ率は 21％（2008 年、世銀）にのぼる。従い、表-6 の政府予算では毎年成長がみられる

が、実質的には厳しい財政状況下にある。 

 

表-6 「ジ」国政府及び教育省の予算 

  （単位：10 億ジャマイカドル） 

年度 2006（実績）2007（実績）2008（実績）2009（計画）

予算の伸び率（％） - 6.2 28.7 13.4 
「ジ」国政府 

予算額 358.2 380.4 489.5 555.0 

予算の伸び率（％） - 15.3 21.8 24.4 
教育省 

予算額 41.6 47.9 58.4 72.6 

   注）予算執行期間は、4月から翌年 3月まで。 

   （出典：西インド諸島大学モナ校提供情報） 

 

 同大学の 2006～2009 年度における予算実績は表-7 のとおりである。同大学の予算は、教

育省から配賦金、授業料、書籍販売等の自己収入等から成る。上述の国家財政の逼迫によ

り 2009 年度の配賦金は減額されているが、毎年対予算 2～5％の黒字を保ち、余剰金は翌年

度に繰り越されている。 

 

表-7 西インド諸島大学モナ校の予算 

 （単位：ジャマイカドル） 

年度 2006（実績） 2007（実績） 2008（実績） 2009（実績） 

収入 

政府予算 5,081,372,015 5,126,623,247 5,898,778,006 5,204,822,000 

授業料 1,167,995,728 1,359,692,955 1,431,314,101 1,695,992,000 

自己収入 937,827,065 1,220,681,397 1,393,457,447 1,539,520,589 

寄付金 911,660,311 620,733,937 631,682,592 642,824,362 

その他 1,141,488,807 1,510,230,044 1,460,872,154 293,917,000 

資本組入 -96,764,262 -110,321,566 -123,197,804 -137,365,552 

合計 9,143,579,664 9,727,640,014 10,692,906,496 9,239,710,399 

支出 

給与 5,698,891,499 6,079,032,313 7,007,470,365 6,406,487,374 

水道光熱費・電話代 413,659,983 563,901,761 624,671,772 473,858,320 

機材費 201,174,370 326,803,651 287,245,810 52,734,992 
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施設費 259,357,091 202,949,046 245,731,017 423,854,948 

維持管理費 371,776,662 525,519,472 480,342,313 291,406,883 

その他 1,795,692,022 1,839,116,498 1,587,283,542 1,380,100,697 

合計 8,740,551,627 9,537,322,741 10,232,744,819 9,028,443,213 

 注）予算執行期間は、9月から翌年 8月まで。   （出典：西インド諸島大学モナ校提出資料） 

 

 同学部の 2006～2009 年度における予算の実績を表-8 に示す。同学部の予算は教育省から

の予算と夏期コース授業料等の自己収入から成る。いずれの学部も厳しい予算であるため、

財務課に追加予算を申請しても承認されるのは容易でなく、学部内で何とか予算を遣り繰

りしているのが実情である。しかし、本プロジェクトに対しては同大学も力を入れており、

維持管理費等を含めて計画どおりプロジェクトが実施・遂行されるよう優先的に手当てす

る意向である。 

 

表-8 西インド諸島大学モナ校人文教育学部の予算 

 （単位：ジャマイカドル） 

年度 2006（実績） 2007（実績） 2008（実績） 2009（実績） 

収入 

政府予算 590,235,909 624,522,672 660,790,998 697,308,201

自己収入 193,479,636 166,103,099 55,975,514 94,859,234

合計 783,715,545 790,625,771 716,766,512 792,167,435

支出 

給与 418,737,819 413,516,787 491,687,678 647,865,811

サービス費 16,513,718 16,935,969 19,690,909 18,172,292

スタッフ関連費 150,384,745 163,381,770 154,588,791 0

維持管理費 4,674,262 5,155,645 4,417,842 5,153,405

一般経費 13,306,082 13,770,436 13,003,274 13,800,989

部門経費 417,083 573,811 152,306 2,315,704

減価償却費 5,250,231 9,568,988 9,051,806 10,000,000

プロジェクト費 168,691,297 176,752,439 93,859,234 94,859,234

合計 777,975,237 799,655,845 786,451,840 792,167,435

注）予算執行期間は、9月から翌年 8月まで。（出典：西インド諸島大学モナ校提出資料） 

 

(3) 技術水準 

要請機材の総責任者は同学科長である。機材使用者は、既存機材と同じく LL 教室を利用

する外国語コースの学生及び教師で、2008 年度は学生 3,613 人（うち日本語コースは 275

人）、常勤教師 20 人及び非常勤講師である。要請されている機材は、デジタル式 LL 機材の

中でも簡易な USB メモリー方式3で、専門的かつ高度な技術は不要であり、教師側・学生側

                                               
3学生側が PCを使用しないデジタル式外国語学習システム。対する CALL（Computer-Assisted 



Ⅴ 

Ⅴ-8 

ともマニュアルを見れば簡単に理解・使用できることから、操作・運用面で技術的な問題

はないと判断される。教師・講師の中で機材の使用頻度が高いのは表-9 の 14 人である。 

 

表-9 主な機材使用教師・講師 

No. 氏名 
業務 

経験 

常勤

非常勤

担当

言語
出身国 終学歴/経歴 

1 Ms. Tazuko Iijima 6 年 常勤 日本語 日本 

國學院大學文学部学士 

埼玉大学文化科学研究科修士 

2004～2006 年 JOCV 

2006 年～大学職員 

2 Ms. Kumiko Yoshida 2 年 常勤 日本語 日本 
立命館大学文学部学士 

2008 年～JOCV 

3 
Ms. Maria Reyes 

Agullo Pastor  
1 年 常勤 西語 ｽﾍﾟｲﾝ ｱﾘｶﾝﾃ大学芸術学部学士 

4 
Ms. Maria Isabel 

Estrada-Velez 
1 年 常勤 西語 ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｱﾝﾃｨｵｷｱ大学教育学部学士 

5 
Ms. Esmeralda 

Nunes 
12 年 常勤 西語 ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ大学科学部学士 

6 Mr. Fredy Patino 8 年 常勤 西語 ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｺﾛﾝﾋﾞｱﾅｼｮﾅﾙ大学芸術学部学士 

7 
Ms. Maria Teresa 

Villoria-Nolla 
8 年 常勤 西語 ｽﾍﾟｲﾝ ﾉｯﾃｨﾝｶﾞﾑ大学博士 

8 
Ms. Francoise  

Cevaer 
15 年 常勤 仏語 ﾌﾗﾝｽ 

ｻﾎﾞｱ大学芸術学部学士・修士 

ﾊﾟﾘ第 13 大学哲学博士 

9 
Ms. Nathalie-Zoe  

Fabert 
4 年 常勤 仏語 ﾌﾗﾝｽ 

ﾓﾝﾍﾟﾘｴ第 3 大学芸術学部・哲学部学

士 

10 Mr. Pilles Lubeth 7 年 常勤 仏語
仏領 

ﾏﾙﾃｨﾆｰｸ
ｱﾝﾃｨｰﾕ･ｷﾞｭｲｱﾝﾇ大学芸術学部学士 

11 
Ms. Patricia dos 

Reis 
1.5 年 常勤 葡語 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 

ｵｳﾛ･ﾌﾟﾚｯﾄ連邦大学芸術学部学士 

ﾐｼｼｯﾋﾟ大学芸術学部修士 

12 
Mr. Warrick 

Lattibeaudiere 
4 年 非常勤

西語

仏語
ｼﾞｬﾏｲｶ 西ｲﾝﾄﾞ諸島大学ﾓﾅ校芸術学部学士 

13 Ms. Dejon Lingo 5 年 非常勤 仏語 ｼﾞｬﾏｲｶ 
ﾐｺ学芸大学教育学部卒業 

西ｲﾝﾄﾞ諸島大学ﾓﾅ校芸術学部学士 

14 Mr. Jaron Whitely 5 年 非常勤
西語

仏語
ｼﾞｬﾏｲｶ 西ｲﾝﾄﾞ諸島大学ﾓﾅ校芸術学部学士 

 （出典：西インド諸島大学モナ校提出資料） 

 

                                                                                                                                       

Language Learning）方式はネットワーク上で教師・学生共に PC を使用するデジタル式外

国語学習方式。 
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(4) 既存施設・機材 

 既存機材は同学科 1 階の LL 教室 1 に設置されている。教室の寸法は縦 10.5m×横 8.75m

×高 4.5m、入口ドアは縦 2.03×横 0.78m で、床はタイル張りでケースウェイにより配線さ

れている。室内は空調が完備され、建物と教室の入口は施錠がなされ二重の防犯対策が施

されている。日本語教材は、日本語教師の部屋にある施錠付キャビネットで厳重に保管・

管理されている。学生に貸し出す場合は台帳に記入して管理している。 

既存機材のほとんどは、1996 年度文化無償及び 2002 年度フォローアップ事業（表-1 参

照）で整備されたもので、それら機材の現況は表-10 のとおりである。 

ビデオ撮影機材、ビデオ編集機材に関しては、日本語コースの教材制作やプロモーショ

ンビデオ制作のために 2008 年 10 月頃まで利用されていたが、現在は同学部のカリブメデ

ィア通信研究所4（以下「同研究所」という。）に移管されている。同研究所で確認した結果、

8 インチ及び 14 インチカラーモニター、パワーアンプ内蔵スピーカーなど利用されている

機材もあるが、多くの機材は既に経年劣化や性能劣化が顕著である。また、不具合のある

機材はスペアパーツが入手不可能で、13 年間を経て技術が進歩したため、総体的に使用頻

度は低くなっている。 

  

表-10 既存機材リスト（我が国の文化無償で整備された機材） 

No. 機材名 数量 原産国 設置年 状況 

LL 機材 

1 LL コントロールコンソール 1 日本 1996 年 タッチパネル不良 

2 教師卓 1 日本 1996 年 良好 

3 マスターレコーダー 2 日本 1996 年 良好 

4 レスポンスアナライザー 1 日本 1996 年 良好 

5 プログラムエディター 1 日本 1996 年 良好 

6 電源供給装置 2 日本 1996 年 良好 

7 ヘッドセット 46 日本 1996 年 磨耗・劣化 

8 教師用椅子 1 日本 1996 年 良好 

9 学生卓 20 日本 1996 年 良好 

10 学生用レコーダー 41 日本 1996 年 一部不具合有り 

11 カセットテープ複製機 

（マスター） 

1 日本 1996 年 良好 

近は使用頻度が低い

12 カセットテープ複製用 

プリンター 

1 日本 1996 年 良好 

近は使用頻度が低い

13 液晶プロジェクター 1 日本 2002 年 良好 

14 ヘッドセット 20 日本 2002 年 磨耗・劣化 

                                               
4 Caribbean Institute of Media and Communication（通称 CARIMAC）。同学部に属する学

科のひとつ。変化する世の中の要求に応じたメディア・情報産業で即戦力となる人材の育

成を目指している。ラジオ、テレビ、PR、ソーシャルマーケティング等 6つの専門コース

を有する。 
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ビデオ撮影機材 

15 業務用ベータカム 

ビデオカセットレコーダー 

2 日本 1996 年 性能劣化 

16 三脚 2 日本 1996 年 所在未確認 

17 8 インチカラーモニター 2 日本 1996 年 良好 

18 ダイナミックマイク 2 日本 1996 年 良好 

19 ポータブルカセットレコーダー 2 日本 1996 年 所在未確認 

20 ポータブルバッテリーライト 2 日本 1996 年 良好 

21 ライティングキット 2 日本 1996 年 不具合あり、スペアパ

ーツ入手不可 

ビデオ編集機材 

22 業務用ベータカム 

ビデオカセットプレーヤー 

2 日本 1996 年 性能劣化 

23 業務用ベータカム 

ビデオカセットレコーダー 

1 日本 1996 年 性能劣化 

24 ビデオ編集機 1 日本 1996 年 性能劣化 

25 ビデオスィッチャー 1 日本 1996 年 性能劣化 

26 8CH オーディオミキサー 1 日本 1996 年 性能劣化 

27 14 インチカラーモニター 4 日本 1996 年 性能劣化 

28 CD プレーヤー 1 日本 1996 年 性能劣化 

29 ダイナミックマイク 2 日本 1996 年 良好 

30 卓上型マイクスタンド 2 日本 1996 年 良好 

31 パワーアンプ内蔵スピーカー 1 対 日本 1996 年 良好 

32 カセットデッキ 1 日本 1996 年 性能劣化 

 

 同大学が自助努力にて調達した機材は表-11 のとおりである。マルチビデオカセットレコ

ーダー及び DVD プレーヤーは No.13 の液晶プロジェクターと接続し、日本語教材のビデオ

や DVD を活用した授業で頻繁に利用されている。 

 

表-11 既存機材リスト（自己調達機材） 

No. 機材名 数量 原産国 設置年 状況 

1 マルチビデオカセットレコーダー 1 日本 2000 年 良好 

2 DVD プレーヤー 2 日本 2004 年 良好 

3 カセットテープレコーダー 1 日本 1996 年 性能劣化 

 

既存 LL 機材は学生 40 人用で、日本語コースの定員は 大 40 人である。表-12 のとおり、

クラスはレベルⅠ（初級）・レベルⅡ（中級）・レベルⅢ（上級）の 3 つに分けられ、レベ

ルⅠが 3 クラス、レベルⅡ～Ⅲが各 2 クラス、合計 7 クラスある。各クラスが週 1 時間 LL

教室を使用しており、日本語コースについては週 7 時間利用している。他言語を含めると
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全体で週 28 時間使用されており、稼働率は約 60％である。 

日本語コースは、2010 年度の授業から新たに「日本の文化」「ビジネス日本語」コースを

増設するとともに、オーラルとリスニングを一層強化する方針である。その場合、日本語

コースだけで現在の 2 倍となる週 18 時間程度（既存 7 クラス 14 時間＋新設 2 クラス 4 時

間）、他言語と併せると週 40 時間程度使用されると予測しており、稼働率は 80％以上にな

ると見込まれる。また、2008 年度から夏期講座が開設されたことで、社会人、高校生、主

婦ら一般市民も同大学で日本語を学習する機会が得られた。さらには、これまで LL 教室は

授業のみで使用されていたが、本プロジェクト実施後は教師または専任技術者による管理

の下、授業の空き時間は自習用に開放し、機材の更なる活用を図る計画である。 

 

表-12 2008 年度後期の LL 教室時間割 

時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

09:00-10:00   日本語Ⅱ   フランス語 フランス語

10:00-11:00 スペイン語 日本語Ⅰ フランス語 日本語Ⅰ フランス語

11:00-12:00   フランス語 日本語Ⅲ スペイン語   

12:00-13:00     ポルトガル語 スペイン語   

13:00-14:00   スペイン語 日本語Ⅱ 日本語Ⅲ フランス語

14:00-15:00   スペイン語 スペイン語 日本語Ⅰ 

15:00-16:00 スペイン語 スペイン語 スペイン語 フランス語

16:00-17:00 ポルトガル語 フランス語 フランス語   

17:00-18:00     スペイン語 

授業なし 

  

 （出典：西インド諸島大学モナ校提出資料） 

 

要請機材は既存機材との置き換えで LL 教室 1に設置される。2008 年に不具合が発生した

メインコンソールは、2010 年 2 月に入りタッチモニターの音声ボリューム調整が全く機能

しなくなり、現在はヘッドホンではなくスピーカーを通して授業を行っている。既に LL 教

室として機能しておらず、授業に支障をきたしており、同大学からは早急な支援が望まれ

ている。なお、本案件実施後は、既存機材の継続使用は不可能であるため、撤去後は適切

な方法で廃棄処分する予定である。 

 

4. プロジェクトの内容 

(1) プロジェクトの概要 

1) 上位計画 

「ジ」国政府は、中期的社会開発方針に基づき「中期社会経済政策フレームワーク」を

策定しているが、「教育」は重点分野の一つに挙げられており、「教育へのアクセス向上及

び質の改善」を政策目標に立てている。本件はこの政策目標に合致するものである。 
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2) 当該セクターの現状 

「ジ」国の高等教育機関において日本語は履修科目の一つとなっており、スペイン語、

フランス語に続く第三番目の外国語に位置付けられている。一方、「ジ」国には日本企業の

数が限られていること、日本と直接取り引きするビジネスマンが少ないことから、日本語

学習者の数は必ずしも多いとは言えないが、JET プログラムの ALT（外国語指導助手）や文

部科学省の国費外国人留学生を目指すための日本語学習者数はここ数年増加傾向にある。 

日本語教育の歴史はまだ浅く、1992 年に民間の語学学校で始まった。その後、1994 年に

同大学同学部語学・言語学・哲学科（当時）でセミナー形式の日本語教育が取り入れられ、

1996 年からは同学科の外国語選択科目として日本語講座が開設された。日本からシニア海

外ボランティア、青年海外協力隊員（以下「JOCV」という。）が派遣され、2006 年からは元

JOCV の日本人教師が大学職員となり、現在は日本人教師と JOCV の 2 人体制で指導にあたっ

ている。 

同大学には 1996 年度我が国文化無償資金協力で LL 機材が整備されており、日本語及び

その他外国語の授業で毎日活用されている。これまで保有しなかった LL 機材が導入され、

語学学習環境が整備されたことにより、外国語習得に必要なオーラル・リスニング・スピ

ーキングの学習が実践的かつ効果的に教授できるようになった。以前 72 人だった日本語学

習者は 2008 年度には 275 人となり、受講者数の増加のみならず授業の質の向上にも成果を

あげているほか、日本語コースの学生らを中心としたサークル「ジャパン・クラブ5」の活

発な活動により、日本及び日本の芸術文化発信拠点として同大学は大きな役割を担ってい

る。 

「ジ」国では、日本車、日本食、電化製品に加えてアニメ・音楽等ポップカルチャーの

人気が定着してきている。同大学は、日本語コースの副専攻化（マイナー化）の実現によ

り、日本語学習者及び日本に興味を抱く学生の更なる増加、また日本との架け橋となる人

材の育成に目指している。さらには、日本語コースをアウトリーチプログラムへ発展させ、

遠隔地の人々に日本語を学習できる環境を提供する考えである。 

しかしながら、2008 年 3 月に既存 LL 機材のメインコンソールに不具合が発生し、一時は

全く使用できない状況となった。同大学技術者の応急措置により、一時は使用可能な状態

にまで回復したが、2010 年 2 月に再度不具合が発生し、使用開始から 13 年を経過した機材

の老朽化や劣化は否めず、今後長期的な使用は困難なものと予測される。既存機材はアナ

ログ式で、既に「ジ」国においても記録媒体のカセットテープは入手困難となり、替わっ

て CD、DVD、USB 等デジタル媒体が主流となっていること、既存機材は製造中止のためスペ

アパーツが入手不可能であることなど維持管理面が危惧され、機材の更新が急務となって

いる。 

 

3) プロジェクトの目的 

本プロジェクトは、日本語教育の品質・レベルを向上させ、中期的（5ヶ年計画）には現

                                               
5メンバー約 30 人。日本語や日本文化の研究・広報を目的に週 1回活動している。大学のリ

サーチ・デイ（各学期前のオリエンテーション）では、ブースでの日本文化の紹介、パン

フレットの配布、日本語によるスピーチ等を行い、高校生を中心とする多くの人々へ日本

をアピールしている。 
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在選択科目である日本語コースの副専攻化（マイナー化）の実現等に貢献することを目的

としている。 

 

(2) プロジェクトの基本計画 

1) 設計方針 

本無償資金協力は、「ジ」国における日本語学習環境の改善を目的とし、西インド諸島大

学において、日本語学習機材の整備を行うために、「ジ」国政府の要請と現地調査及び協議

の結果を踏まえて、以下の方針に基づき計画することとした。 

機材の老朽化・劣化、及びスペアパーツ・消耗品の確保など維持管理の問題で今後の使

用が危ぶまれるアナログ式 LL 機材をデジタル式に一式更新する。オーラル・リスニングに

重点を置いた仕様とし、自宅学習が可能で、かつ維持管理が簡単で費用がかからない USB

メモリー方式を採用する。なお、2002 年度フォローアップ事業で調達した液晶プロジェク

ターや国際交流基金から寄贈された日本語教材は引き続き活用する。 

同大学の日本語学習者の規模、既存機材の内訳及び活動内容から必要数量を算定した。

基本的に既存機材の更新であることから、機材内容・数量・技術仕様のいずれも必要 低

限の内容とする。 

 

2) 基本計画（機材計画） 

上記設計方針に基づき、設置場所の規模、活動内容、先方の要望等を勘案の上、計画対

象機材の選定を行った。 

本プロジェクトで整備される機材の概要は表-13 のとおりである。数量については、日本

語コースは各クラスの定員が 大 40 人であることから、メインとなる LL システムは学生

40 人用とする。その他機材については、40 人用 LL システムに必要かつ適正な数量を選定

している。既存機材の現況及び代替機材がないこと、同大学の活動計画や中長期目標を達

成するためには全機材が必要であることから、全て優先度 Aとした。なお、「ジ」国から要

請されている日本語教材の中にビデオが含まれているが、メディア市場は DVD が主流で今

後長期間に亘る使用が期待できないため、対象の可否を検討する必要がある。 

 

表-13 主な要請機材の内容・規模 

主な機材名 用途 数量

40 人用 LL システム 大学及び課外活動における日本語教育用 一式

RGB 分配器 上記 LL システム内の RGB 信号の分配用 1 

液晶ビデオモニター スクリーン投射映像のモニター用 1 

AV 接続パネル 
ミキサーと外部映像音声機器の間をケーブルで接続す

るためのインターフェース端子盤 
1 

デジタルパワード 

ミキサー 

ビデオ信号の切り替えとオーディオ信号の切り替え・ミ

キシング用 
1 

スイッチングハブ 教室内 LAN のルート切り替え用 1 

日本語教材 日本語科における日本語教育用 一式
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3) 機材等調達計画 

 本プロジェクトにおける機材等の調達先は表-14 のとおりである。 

 

表-14 機材等調達先 

原産国 
機材名 

現 地 日 本 第三国
備考 

40 人用 LL システム  ○   

RGB 分配器  ○   

液晶ビデオモニター  ○   

AV 接続パネル  ○   

デジタルパワードミキサー  ○   

スイッチングハブ  ○   

日本語教材  ○   

LL システム用スペアパーツ  ○   

割合（％） 0％ 100％ 0％  

 

 消耗品は特に発生しない。教材を記録する USB メモリーは同大学の書店、市内のスーパ

ー、電器店で日本とほぼ同価格にて容易に入手可能である。スペアパーツが発生した場合

は、「ジ」国に日本のメーカー代理店はないため、同大学の取引業者（国内外含む、事前審

査を経て取引を許可された業者）を通じて米国等近隣国から調達するか、日本から調達す

ることになる。 

  

「ジ」国の電圧は AC110V、周波数は 50Hz、テレビ方式は NTSC、リージョンコードは 1で

ある。 

 

 本プロジェクトで調達される機材の輸送は、日本側負担により、調達契約業者が行う。

日本で調達される機材はコンテナ詰めされた後、海上輸送され、「ジ」国キングストン港に

て陸揚げされる。陸揚げ後、コンテナのまま港から約 15km 離れた同市内サイト（同大学）

まで陸上輸送される。所要期間は、海上輸送に約 5週間、内陸輸送に約 1日を要する。 

 

 同大学は免税方式をとっており、20 年以上契約実績のある通関業者を通して免税手続き

を行うことから、迅速に通関手続きがなされる予定である。必要書類は B/L、インボイス、

贈与証明書で、所要期間は書類提出後 2～7日とのことである。 

 

4) 機材据付及び操作指導 

 機材計画のうち、据付が必要な機材は LL システム一式である。据付については、機材メ

ーカーまたはメーカー代理店の技術者が行い、据付時に初期操作指導も併せて実施する。

なお、本プロジェクト実施時には、要請機関負担で既存機材を撤去する約束であり、人員

は大学内で確保できることから、確実に事前準備が実施される見込みである。 
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5) 事業実施工程表 

 本プロジェクトの事業実施工程表を表-15 に示す。
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表-15 事業実施工程表 

平成21年度

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

交換公文（E/N)締結 ▽

贈与計画（G/A) ▽

調達監理契約 ▽

入札仕様書作成

機材価格、諸経費調査 ▽

予定価格の作成 ▽

入札公告(案）の作成 ▽

入札図書(案）の作成 ▽

入札図書承認 ▽

在京大使館への入札手続き説明 ▽

入札公告、入札図書配布 ▽

質問受付・回答（アメンド含む）

入札 ▽

入札評価

業者契約締結 ▽

業者契約認証 ▽

発注 ▽

機材製作

船積前検査

輸送

納入・開梱

機材据付工事

初期操作指導・運用指導

業務完了の確認 合計M/M

0.09 0.12 0.19 0.10

0.20 0.23 0.19 0.17 0.07 0.37

0.50

1.23

調
　
達
　
段
　
階

要
員
計
画

業務主任（3号）

機材調達担当（4号）

2011年

平成22年度 平成23年度

入
　
札
　
段
　
階

契
約

　項　目

会計年度

暦　年 2010年

国内業務

現地業務
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(3) 相手国側負担事項 

本プロジェクト実施にあたって、「ジ」国側の負担事項は表-16 に示すとおりである。こ

れらの金額は、同大学の 2008 年度年間予算 10 億ジャマイカドルの 0.1％未満であり、十分

に負担可能と判断される。 

 

表-16 相手国側負担事項 

負担内容 
負担経費 

（ｼﾞｬﾏｲｶﾄﾞﾙ） 
備考 

既存 LL 機材の撤去 無 大学内の専門部署が対応 

支払授権書（A/P）発行、 

銀行取極め（B/A）に係る手数料 
18,937  

 

(4) 運営維持管理 

維持管理については、同学科に所属する技術者１人が専任で担当する。授業が行われな

い毎週木曜日午後（定期点検）と学期間休暇（6～7 月の夏期講座がない期間、より詳細な

点検・保守、）にメンテナンスを行っている。専任技術者は、ジャマイカ工科大学電気学科

を卒業し、電気分野に関する知識は十分に備わっており、電気工事技術者資格を有してい

る。また、同大学には複数の学部から幅広い機材の維持管理を任されている純粋応用科学

部電子ユニット（以下「電子ユニット」という。技術者 5人。）と、インフラ構築から機材

選定まで大学全体の IT を統括するモナ情報技術局（以下「MITS」という。技術者 56 人。）

があり、彼らが専任技術者の支援にあたる。現在も機材に不具合が発生した場合、まず専

任技術者が初期診断のうえ修理を行い、それでも解決できない場合は電子ユニットまたは

MITS へ支援を要請している。しかし、今次要請機材は維持管理が容易なことから、基本的

には専任技術者 1人で十分に運用可能であると考える。 

 本プロジェクトが実施された場合、消耗品は発生しないため、維持管理に係る費用は些

少である。同学科では（同学科全体の施設・機材に係る維持管理費として）年間約 14,000

米ドルの予算を確保しており、万一の場合は本予算で十分に対応可能である。また、臨時

の支出が必要となった場合においては、同学科の別科目の予算を振り当てるか、財務課に

追加予算を申請する予定としていることから、維持管理の実施に問題はないと判断される。 

 

(5）実施に当たっての留意事項 

特になし。 
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5. プロジェクトの妥当性・実施により期待される効果 

(1) プロジェクトの効果 

1) 直接効果 

① 日本語学習者・教師約 340 人に対し、語学学習に特化した効果的・効率的な学習環

境を提供する。2010 年 1 月から、外国語コースでは LL 教室の利用時間を週 28 時間

から週 40 時間程度に増加する予定であり、十分な活用が見込まれるほか、LL 教室

を利用する他言語学習者・教師ら約 3,400 人にも同時に裨益する。 

② 授業の質を高め、オーラル、リスニング、スピーキングのレベル向上が図られる。 

③ デジタル化されることで USB メモリーへ教材を容易にダウンロード可能となり、授

業時間以外のいつでも自宅等で自習が可能となる。 

 

2) 間接効果 

① 教師が学習者一人一人の進捗を管理画面で視覚的に把握できることからタイムリ

ーな指導が可能となるほか、アナライザー機能により質問回答結果を即時に分析で

き、学習者の学習意欲を促進する効果がある。 

② 日本語能力検定 3 級、2 級、 終的には 1 級合格レベルの学生が育ち、日本への留

学生の増加やジャマイカ人日本語教師の育成に繋がる。これらの促進と共に、中期

目標（5 年計画）である日本語コースの副専攻化（マイナー化）、長期目標（10 年

計画）であるジャマイカ人日本語教師の輩出及び両国間の友好関係を構築・促進で

きる人材の育成が期待される。 

③ 本プロジェクトの実施により、要請機関は LL 教室 1を「日本ルーム（Nippon Room）」

と命名し、日本からの支援をアピールする計画を有しており、多くの学生らが日本

への関心・興味を抱くことが期待される。 

 

(2) 課題・提言 

1) 技術者のレベル向上 

 LL 教室の専任技術者は、昨年ジャマイカ工科大学電気学科を卒業し、同大学に技術者と

して雇用された。電気工事技術者資格を有し、電気分野の知識は十分に備わっているもの

の、実質的な業務経験は 1 年程度である。今次要請機材は比較的維持管理の容易な内容で

はあるが、熟練した技術者を擁する電子ユニット及び MITS にて OJT を実施し、外部・内部

を問わず機材研修に同技術者を積極的に参加させることにより経験を積み、同技術者の技

術レベルの向上を図ることが望まれる。 

 

2) 在庫管理方法の見直し 

 1996 年度調達機材について現況調査を行った。LL 機材、ビデオ編集機材については全て

の所在を確認できたものの、ビデオ撮影機材は CARIMAC に移管されており、所在不明な機

材が数点あった。調査 終日に資産管理を担当する財務課に所在確認を依頼したが結果発

見できず、定期的なインベントリーがなされていない可能性が考えられる。その場合にお
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いては、学内（または学科内）の管理方法を見直し、本プロジェクトが実施された際には

各機材について適正な資産管理を行う必要がある。 

 

3) 予算の確保 

同大学の予算は教育省からの配賦金が半分以上を占めるが、国家財政の逼迫で配賦金も

減少傾向にあり、予算の確保は容易ではない。同学科も維持管理費を含めた予算の増額を

申請しているが、現段階では承認されていない。本要請機材にかかる維持管理費は少ない

と想定されるが、機材を常に適正かつ安定した状態に保つため、常に維持管理に係る予算

を確保する、または追加申請できる体制を構築しておく必要があると考える。 

 

4) 我が国支援に係る広報について 

本プロジェクトが実施された場合、同大学は以下の方法により日本からの支援を積極的

に広報する計画である。 

① 機材設置教室を“日本ルーム（Nippon Room）”と命名し、日本語・英語のプレート

を教室入口に設置する。 

② 大使館、JICA、日本関係者及び「ジ」国の関係省庁、関係機関らを招待し、引渡し

式を開催する。その模様を TV Jamaica、Jamaica Information Service（政府系情

報サイト）等メディアを使い広報する。 

③ リサーチ・デイ（各学期前のオリエンテーション）等学内イベントにおいて、学生・

一般市民らに日本語及び日本を広報する。 

④ 同大学のホームページで支援を広報する。 

⑤ 同大学のカタログ・パンフレットに本支援を日本語（漢字）のロゴを織り交ぜて広

報する。 

 本案件が実現した場合は、過去と同様に隊員活動と連携が強化されれば、総合的なアピ

ール効果が高まり有意義な支援になると思料され、我が国との関係もより密接かつ良好な

ものになると期待される。 

 

(3) プロジェクトの妥当性 

 今次要請機材は、近年の機材デジタル化に対応するべく、アナログ式の既存機材の更新

を図る内容とした。あくまで既存機材の更新を目的とするものであるため、機材内容、数

量、仕様のいずれも必要 低限であることから、充分妥当と判断される。また、1996 年度

及び 2002 年度整備機材の利活用状況や、複数のセクションから支援が得られるという点か

ら、技術面・維持管理面も問題ないと考える。
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6．付属資料 

(1) 調査団員・氏名 

 鮎川 朋子   団長、機材計画    （財）日本国際協力システム 

 赤木 寿春  機材調達・積算    （財）日本国際協力システム 

 

(2) 調査行程 

No. 旅程 内容 宿泊地

1 8/18 火
パナマシティ15:00(AA2190)→

19:00マイアミ
移動 マイアミ

2 8/19 水
マイアミ10:30(AA1723)→11:08
キングストン

JICA・大使館表敬 キングストン

3 8/20 木
国家計画庁表敬
西インド諸島大学との協議・調査

キングストン

4 8/21 金 西インド諸島大学との協議・調査 キングストン

5 8/22 土 書類整理、市場調査 キングストン

6 8/23 日 書類整理、市場調査 キングストン

7 8/24 月 西インド諸島大学との協議・調査 キングストン

8 8/25 火 西インド諸島大学との協議・調査 キングストン

9 8/26 水 西インド諸島大学との協議・調査 キングストン

10 8/27 木 西インド諸島大学との協議・調査・ミニッツ署名

大使館・JICA報告
キングストン

11 8/28 金
キングストン08:00(JM015)→

12:45ニューヨーク
移動 ニューヨーク

12 8/29 土 ニューヨーク13:10(JL005)→ 移動 機内泊

13 8/30 日 16:10成田 移動

日付

 
 

(3) 関係者（面会者）リスト 

西インド諸島大学モナ校 

Mr. Joseph R. Pereira 副学長 

Ms. Marie-Jose Nzengou-Tayo 現代言語・文学学科長 

Ms. Tazuko Iijima 現代言語・文学学科 日本語教師 

Mr. Clifton McCook 現代言語・文学学科 技術担当 

Mr. Fazil Bacchus 純粋応用科学部電子ユニット ユニット長 

Mr. Hutchinson 純粋応用科学部電子ユニット 技術担当 

Mr. Crafton Williams MITS  

Mr. Jeremy Whyte MITS 
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国家計画庁 

Ms. Marsha Woolcock シニアエコノミスト 

 
在ジャマイカ日本国大使館 

山口 祐志 特命全権大使 

山口 忠彦 一等書記官 

下手 円 専門調査員 

 

JICA ジャマイカ支所 

高嶋 俊政 支所長 

 

(4) 討議議事録及び当初要請からの変更点 

終的に同大学と合意した討議議事録は別添のとおりである。 

 当初要請内容からの変更状況を表-17 に、新たに追加した機材を表-18 に示す。当初要請

内容では、LL システムを構成する機材は個別アイテムとして記載されていたが、入札には

かった場合に機材の種類から特定メーカーに絞られる可能性が大きいことから、競争性確

保のため、LL システム一式として複数メーカーが仕様要件を満たすことができるよう構成

機材を纏めている。 

 

表-17 当初要請内容から削除・変更した機材6 

No. 機材名 数量 理由 

A-1 教師用ユニット 1 構成上、LL システム一式として統合。 

A-2 ボイスサーバーユニット 1 同上 

A-3 システム管理制御ソフトウェ

ア（USB クライアント付属） 

1 同上 

A-4 教師用管理 PC 1 同上 

A-6 19 インチディスプレー 2 同上 

A-7 教師卓 1 同上 

A-8 教師用サイドデスク 2 同上 

A-9 サイドデスク用追加棚板 2 同上 

A-10 学生卓 20 同上 

A-11 学生用ユニット 40 同上 

A-12 ヘッドセット 41 同上 

A-26 ボイスメモリーユニット 1⇒0 学生48名以上の場合に必要な拡張用ユニッ

トであり、要請されている LL 機材（40 名用）

の構成上不要なため削除。 

A-27 USB クライアントユニット 20 LL システム一式として統合。 

A-28 スイッチングハブ 2⇒1 機材構成を確認した結果、数量が過剰なた

め 1台に変更。 

                                               
6 No.は当初要請書の番号である。 
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A-29 学生学習用 USB メモリー 40 LL システム一式として統合。 

A-32 ボイスサーバーユニット 

（スペア） 

1 同上 

A-33 学生用ユニット（スペア） 10 同上 

A-34 USB クライアントユニット 

（スペア） 

5 同上 

A-35 再生ソフトウェア付 USB 

（スペア） 

40⇒0 再生ソフトウェアの代わりに通常PCにイン

ストールされている一般の音声再生ソフト

ウェアを利用可能、かつ学生でも USB メモ

リーを容易に入手可能であることから削

除。 

A-36 ヘッドセット（スペア） 10⇒1 同上 

 

表-18 当初要請内容に追加した機材 

機材名 数量 理由 

UPS 1 構成上必要であるが、要請内容から漏れていたた

め。 

USB クライアントパネル 20 構成上必要であるが、要請内容から漏れていたた

め、LL システム一式に追加。 

教師用・学生用椅子 4 構成上必要であるが、要請内容から漏れており、か

つ要請機関が耐久性のある日本製品を希望してい

るため、LL システム一式に追加。 

日本語教材 一式 ヒアリング・発音の強化、日本語学習を通じた日本

の文化や現代事情の紹介に必要なため追加。 

USB クライアントパネル（ス

ペア） 

4 構成上必要であるが、要請内容から漏れていたた

め。予備として４台を追加。 

教師用ユニット（スペア） 1 構成上必要であるが、要請内容から漏れていたた

め。予備として 1台を追加。 

 



MlNUTES OF DlSCUSSIONS

PRELrMINARY SURVEY

ON THE PROJECT FOR THt IMPROVEMENT OF

JAPANESE LANGUAGE LEARNING EQUIPMENT OF THE UNlVERSITY OF THE WEST INDIES

IN JAMAICA

In response to a request丘om tlle GovemlTlent Of Jamaica (hereinafter referred to as

"Jamaica"), the Japan lntemational Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") decided

to conduct a Preliminary Survey on the Project for the Improvement of Japanese Language Leamlng

Equipment of the Ulliversityof the West Indies (hereinaRer referred to as "the Project") and

entrusted the survey to JapanInternational Cooperation System (hereinafter refel･1･ed to as ''JICS").

JICA sent to Jamaica the Preliminary Survey Team (hereina氏er referred to as "the Teamつ,

which is scheduled to stay ln the country from August 19 to August 28, 2009･

The Team discussed with the officials concerned of the Govel･nment Of Jamaicaand

confirmed the details of the request. The mainPolntS discussed are described as attached herewith

lt should be noted that the implementatiol-f the Preliminary Survey does not imply any

decision or commitment by JICA to extend its gl-allt for the Project at this stage.

Mona, August 27, 2009

食LE叫　朋子

Perei ra

Deputy Principal

TomOko Ayukawa

Team Leader

Univel●Sity of the West llldies, Mona JICA prelimillary Survey Team



Attaclment

I. Title of the Project

The title of the Project is "Improvenlent Of Japanese LanguageLearning Equipment of the University

of the West Indies."

II. Objective of the Pl'Oject

The objective of the Project is to contribute to modemizlng and expanding the repertoire of

equipment in order to have a nationalfacility that responds to international standardsI

IIHtems requested by Jamaica

1 , Project site

The site of the Project is the Universlty Ofthe West Indies, Mona, Jamaica･

2. Procurement of Equipment

The details of the requested items are listed in Annex-1 ･

3. Installation work (S) of LL Eqllipment

4. Consultant Services

Tender Documentation, Supporting works for Tender in Japan, and Supervision of the Project･

IV. Executing AgenciesI Coordination Mechanisms

Executing Agency: University of也e West Indies, Mona

Responsible Agency: University or the West Indies, Mona

V･ Japan's Grant Aid Scheme

1. The Jamaican side understands the Japan's Grant Aid Scheme, as described in Annex-2･

In addition, the Tealn explained andthe JamaicanSide confirmed

l) The co11Sulta11t Ofthe Projectwill be recommended by JICA,

2) The consultant services are limited to supporting and supervisory works in Japan, due to

the budget limitation of the Grant,

3) The tender of the Projectwill be held in Japanin the presence of the representative(S) of

Jamaica. Ho☆ever, the cost of attending the tender from Jamaica shall not be covered by the

Grant. When there is no representative of Jamaica in Japan, the Government of Jamaica or

its designated authorityshall entrust a consultant to holdthe tender of the Project･

2. The Jamaican side will take the necessary measures described illAnnex-3, for smooth

implementatiol"fthe Project, as a general condition forthe Grant to be implemented.

VL Other relevant issues

L Responsibilities of the Recipient Country



The both parties confirmed that the Universlty Of the West lrldies, Mona shall promptly make

preparations for the following in the case that the GoverlVnent Of Japan decides to conduct the

Project appraisal and the Jamaican side consents the Project equlPment list presented throughthe

Embassy of Japan.

(1) To appoint a representative of the Govemllent Of Jamaica to witness the tender before its

notification.

(2) To remove existing equipment and make power supply and room proper setting ready for the

equlPment tO be procured before its arrival to Jamaica･

(3) To assign or recruit LL engineer(S) befわre the arrival of the equipmellt,

(4) To assjgn teclmical staffs during the installation works of the procured equipment.

(5) To secure necessary budget for the above alld the undertakillgS Showll in Annexl3,

2. Publicity on the Project

The following activitieswill be carried out in recogllition of the valuable contribution made by the

people and the Government Of Japan to the cultural developlllent Or仙e Jamaican people:

(1) To place a Japanese ODA insignia on血e donated equipment

(2) Togive LL room by the name of "Nippon Room" and place a commemorative plate in both

Japanese and English at the entrance ofLL room

(3) To hold a handover ceremony ill the presence of JICA Jamaica Office,the Embassy of Japan,

Relevallt Ministry or Organization of Jamaica as well as the mass media

(4) To conduct public l`eCOgnition tllrOugh the mass media as press, radio, governmental news site

"Jamaican Information Service"inthe country

(5) To promote/increase public appreciation through the web site of the University

(6) To promote and increase Japanese culturalevents (i･e･ Speech contest of Japanese Language,
1

Seminar comceming Japanese econolllic and culture, etc.)

(7) To do PR on Japan or Japanese Language at the events of University as "Research Day"

(8) To r)otify Japanese contribution in the brochure or pamphlet of the University

3. Regarding the Japanese Teaching Materials (Video Programs)

(i) The Jamaicanside understands that the requested Video Programs shall be procured through a

specific entity which solely holds wholerights of the Programs, and the Universityof the

West Indies may make a direct contractwith the entity. in case that the Projectwill be

illlpl elTlented.

(2) The Jan1aicar) side confirmed that direct contract with the specific entityin the above case is

possible and not contrary to the laws and regulations of Jamaica.

(3) The Jamaican sidealSo understands that the Video Programs procured ullder Japan's Grant

Aid shall be used solely for "Educational Purpose" and shall be prohibited the copying.

END
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lhe Project
for the Improvement of Japanese Language Learning Equipment

of the University of the West Indies

Required Equipment List with sE)eCifjcations

Item No. (new) 認W67&��F柳��Specifications ��wG��Priority 

A. 汎�舫T�tR� �� 

A-1 認没友�ﾄﾄﾅ7�7FVﾒ� ���A 
*TobemonitoredtheprogressanddrilEsfor40studentsby teacher 

*Functions:including 

analyzer,studyprogressofeachstudents,driJlmonitor(dri" 

recordstatusofstudents,monitorofindividualstudentVoice 

withoutdisturbancetoother.students,simultaneouscopyof 

teachingmateria.sandrecordedflJestoUSBmemorysticksof 

*Components:incFudingthefoJrowings,butnotlimitedto: 

teacherunjtxl,Vojceserverunitxl,managementsoftwarex1, 

managementPC(desk-Lop)withdualcolorLCDmonitors 

(approx,19′′)forteacherx一,desk(includingachairwith 

casters)forteacherx1,side-deskwith3shelVesforteacher 

X2,boothdesk(incruding2chairswithcasters)for2students 

X20,studentunitx40,headsetVVithmic.X41.USBdistributor 

×20.USBuserterminaEX40,USBmemorystick(tGHzorrnore) 

(Thecomponentsmaybechangedunderconditionofno 

degradationofthesystenlfunctionsandperformancestobe 

required_) 

*Sizeofboothdesk:approx_L142xD.46xH72cmorless 

*Spares: 

teacherunitXl,Voiceserverunitxl,studentunitx4, 

USBdistributorx2,USBuserterminarX4,headsetX4 

A-2 ��*inputxl.outputx2 ���A 

A-3 �4��%d妊T��D�"�*Type:TFTcolorLCD ���A 
*Monitorsize:approx.15inches 

*Resolution:1280X7680rsuperior 

*Aspect:app｢ox_16:9 

*EXternalinterface:including 

dlnPut;composite,S-video.audio, 

-output;composite.S-video,audio, 

*王ncorporatedspeakers:0.5Wormore.tobeequipped. 
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lhe Project

felt_he Improvement of Japanese Language Learning Equipment

gfthe University of the West Indies

Recruired Equipment Ll'st with specifications

Item No. (new) 認W67&��F柳��Specifications ��wG��Priority 

A-4 ��d4�腟5HuD���腟ﾂ�*cableinterfaceconnecterPanelforcablingfrom/toequipment ���A 

rack *Ⅰnputinterface:includingthefoLlowings; 

micinx4,Iinex2,Videoinxl.audio(stereo)forvideoxl. 

pcinxl.audio(stereo)forPCxl 

A-5 禰uDy/4�ﾅ��U$TDﾖﾅФ"�*Colorsystem:NTSC ���A 
*Audioamplifier:tobeincorporatedatspeaker-output 

*Extemalinterface:includingthefo"owings; 
-video/RGBinput:Videox3,RGBx3 

-Vid80/RGBoutput:Videox1.RGBx1 

-Audioinput:micx4,rTlic/linex2,stereolinex4 

-Audjooutput‥line(ba-anced)X2,line(unbalanced)X4,reGX2 

-Speakeroutput:2ch 

A-6 �5vﾅD4⑤舩�"�*Fordistributionofteachingmaterialstoeachstudent ���A 
*Numberofports:24pOrts 

A-7 �6�腟5Fﾄ舩4�$ﾄU2� ���A 

A-8 紛�5D�ﾄﾄ�Fﾄ��ﾔ�DU$��ﾅ2� ���A 

A-9 俵�2� ���A 
*reservetime:10minormore 

A-10 筈���膓4UDT�4�舐�ﾔ�DU$��ﾅ2�Refertothesheetattached. ���A 
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Japanese Teaching Material List

Title ��V&ﾆ�6�"�Q'ty 

VideokozaNihongolUkemi 彦�薮6�6Vｶ��1 

VideokozaNihongo2ShiekiShiekiukemi 彦�薮6�6Vｶ��1 

VideokozaNihongo5Keigo(1)Sonkeigo 彦�薮6�6Vｶ��1 

VideokozaNihongo6Keigo(2)Taiguhyogen 彦�薮6�6Vｶ��1 

VideokozaNihongo9Yarimorainohyogen(1) 彦�薮6�6Vｶ��1 

VideokozaNihongolOYarimorainohyogen(2) 彦�薮6�6Vｶ��1 

VideokozaNihongo11Tadoshりodoshi 彦�薮6�6Vｶ��1 

Videc.kozaNihongo12Shieki(Kyoyoshieki) 彦�薮6�6Vｶ��1 

NihonAnimeClassicCollectionDVD4kanset 認没友�ﾆﾖ儲R�1 

JapaneseLifestyletodayrDVDーFoodsandMeals 比優ｶﾆ蹤W&��F柳貳�ﾂﾄ匁2��1 

JapaneseLifestyletoday(DVD)WorkingforUrbanFashionTrends 比又ｸuF蹤Vﾖ�F柳貳��ﾈuF�2��1 

PreventingPollutioninJapan(DVD)FightingandRycyclingWaste 比╋也FW&��F柳貳��ﾅF�2��1 

ProiectX(DVD)DayofReckoning:BettingⅠtAllonaRobotDc唄 比┯ﾆ蹤Vﾖ�F柳貳�ﾂﾄ匁2ﾂ�1 

Sadakoーsstory(DVD) 比╋也FW&��F柳貳��ﾆ�2��1 

ImagesofJapan(DVD)AnnualEventsandCustoms 比╋也FW&��F柳貳�ﾂﾅF�2��1 

ImagesofJapan(DVD)ContemporarySportsandEntertainment 比┯⑦Vﾖ�F柳貳�ﾂﾈuF�2��1 

ⅠmagesofJapan(DVDーEducation 比┯⑦W&��F柳貳��ﾄ匁2��1 

ImagesofJapan(DVD)Energy 比╋也FVﾖ�F柳貳��ﾄ匁2��1 

1mage50fJapan(DVD)FestivalsonWaterandFire 比┷uF蹤Vﾖ�F柳貳�ﾂﾄ匁2��1 

ImagesofJapan(DVDーGoingUnderground 比╋也FW&��F柳���ﾂﾄ匁2��1 

ⅠmagesofJapan(DVD)HousingSituation 比┷uF蹤Vﾖ�F柳貳�ﾂﾆ�2��1 

ⅠmagesofJapan(DVD)Leisure 比┷uF蹤W&��F柳貳��｢ﾈuF�2��1 

ⅠmagesofJapan(DVD)LocalFestivals 比┷uF蹤Vﾖ�F柳貳�ﾂﾄ匁2��1 

ImagesofJapan(DVD)Medial(Newspapers,Publishing) 比╋也FVﾖ�F躍佑���ﾆ�2��1 

ImagesofJapan(DVDーMedia2(Broadcasting) 比┷uF蹤W&��F柳貳�ﾂﾄ匁2��1 

ImagesofJaT)an(DVD)MedicalCare 比�ﾆ⑦W&��F柳貳�墜匁2��1 

ImagesofJapan(DVD)PhysicalDistribution 比┷uF蹤Vﾖ�F柳貳�ﾂﾆ�2��1 

ⅠmagesofJapan(DVD)PoliceandFirefighters 比┷uF蹤Vﾖ�F柳貳�ﾂﾈuF�2��1 

ImagesofJapan(DVD)Posta1andDeliveryServices 碑uI��ｸuF蹤W&��F柳袒�ﾂﾄ匁2��1 

ImagesofJapan(DVD)Religion:ShintoandBuddhism 比┯⑦W&��F柳貳�ﾂﾆ�2��1 

ⅠmagesofJapan(DVD汀ransportNetworklrRoad,Sea) 比╋也FVﾖ�F柳貳��ﾄ匁2��1 

ⅠmagesofJapan(DVD)TransportNetwork2(Rail,Air) 比┷uF蹤Vﾖ�F柳貳�ﾂﾄ匁2��1 

ImagesofJapan(DVD)WholesaleMakets.andRetailStores 比╋也FVﾖ�F柳貳�ﾂﾄ匁2��1 

ImagesofJapan(DVD)WorkingWomen 比╋也FVﾖ�F柳貳�ﾂﾆﾆ�2��1 

JapanArchitectureAroundtheWorldArtSpaces 比┷uF蹤Vﾖ�F柳貳��ﾃ��2��1 

JapanArchitectureAroundtheWorldSports 比╋也FVﾖ�F柳貳��ﾄ匁2ﾂ�1 

JapanArchitectureAroundtheWorldTheHouse 比╋也FVﾖ�F柳貳�ﾂﾄ匁2��1 

JapanArchitectureAroundtheWorldTheOffice 比╋也FW&��F柳貳�ﾂﾄ匁2��1 

JapanArchitectureAroundtheWorldTravel 比┠F蹤W&��F柳貳��ﾄ匁2��1 

TheJapanTableDonburi:OriginalFastFood 比╋也FW&��F柳貳�ﾂﾄ匁2��i 

TheJapanTableMISOSOUP:JapaneseWisdominaBowl 比╋也FVﾖ�F柳貳�ﾂﾄ匁2��1 

TheJapallTableNabe:FlavourtoSavourandShare 比╋也FW&��F柳貳�｢ﾄ匁2ﾂ�1 

TheJapanTableRam占n:AWorldofFlavour 比╋也FW&��F柳貳��ﾄ匁2��1 

TheJapanTableRice:RiceSavestheEarth 碑uF蛤uF蹤Vﾖ�F柳貳��ﾄ匁2��1 

TheJapanTableSoba:SupremeSimplicity 比又ｸuF蹤W&��F柳貳�ﾂﾄ匁2��1 

TheJaDanTableSUKrYAKI:BeefMeetsSoySauce 比╋也FW&��F柳貳��ﾄ匁2��1 

TheJapanTableSUSHⅠ:NowaGlobalTaste 比┷uF蹤Vﾖ�F柳貳��ﾄ匁2��1 

TheJapanTableTEMPURA:JapaneseCuisineofaPortugueseOrigin 比┷uF蹤W&��F柳貳��ﾈuF�2��1 

TheJapanTableYal(itori:TheArtoftheSkewer 比╋也FW&��F柳貳�ﾂﾄ匁2��1 
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Annex-2

JAPANIS GRANT AID

The Government of Japall (herelna鮎r referred to as "the GOJ") is implemellting the

organizational reforms to improve the quality of ODA operations･ and as a part of this realignment.

a new JICA law was entered into effect on October I, 2008. Based onthe lawandthe decision of

the GOJ, JICA has become the executing agency Of the Grant Aid for GeneralProjects, for

Fisheries and for Culttu.al Cooperation, etc.

The Grant Aid is non-lleimbursable fund to a recIPlent COuntry tO Procure facilities, equlPment and

services (engineering services and transportation of the products, etc.) for economic and social

development of the country under prlnCIPles in accordance withthe relevant laws and regulations of

Japan. The Grant Aid is not supplied through the donation of materials as such.

1. Grant Aid Procedures

Tlle Japanese Grant Aid is conducted as fbllows一

･ Preparatory (Preliminary) Survey (hereinaRer refelTed to as "the Survey")

- The Survey condtlCted by JICA

･ Appraisal &Approval

-Appraisal by the GOJ and JICA, and Approval by the Japanese Cabinet

･ Determination of Imp]ementation

-The Notes exchanged between the GOJ and a recIPlent COuntlY

･Grant Agreement (hereinafter referred to as "the G/A")

-Agreement concluded between JICA and the recipient country

･Implementation　-Implementation of the Project on the basis of the G/A

2. Preliminary Survey

(1) Contents of the Survey

The aim of the Survey lS tO Provide a basic document necessary for the appraisal of the

Project by JICA and the GOJ. The contents of the Survey are as follows:

-　Confirmation of the background, Objectives, alld benefits of the Project and also

institutional capaclty Of agencies col-Cerned of the reclplent COulltlY neCeSSalY for the

implementation of the Project.

-　Evaluation of the appropriateness Of the Project to be implemented under the Grant Aid



scheme from a technical, financial, socialand economic point of view.

-　confirmation of items agreed on by both parties concerning the basic concept of the

Prqject,

-　preparation ofa basic design (a list of equipment) of the Project･

-　Estimation of costs of the Project.

The contents of血e orlglnal request by the reclplent COuntry are not necessarily approved in

their initial form as the contents of the Grant Aid pl･Oject. The Basic DesigrHfinalequipment

list for appraisal) of the Project is confirmed considering the guidelines of the Japan's Grant

Aid scheme.

JICA requests the Government of the recIPlent country tO take whatever measures are

necessaly tO ensure its self-reliance inthe implementation of the Project. Such meastlreS must

be guaranteed even thoughthey may fall outside of the jurisdiction of the organization in the

recIPlent COulltry actually lmPlementing the Project･ Therefore, the implementation of the

project is confirmed by au relevant organizations of the recipient country･

(2) Selection of Consultants

For smooth implementatiol"f the Survey, JICA uses (a) registered consulting firn1(S)I JICA

selects (a) firm(S) based on proposals submitted by interested flrmS･

(3) Result of the Survey

The Report on the Survey lS reviewed by JICA, and aRer the approprlateneSS Of the Project is

confirmed, JICA recommends the GOJ to appraisethe implementation of the Project1

3･ Japan's Grant Aid Scheme

(1) The E/N alld the G/A

After the Project is approved by the Cabinet of JapaJl, the Exchange of Notes (hereinafter referred

to as "the E/N") will be singed between the GOJand the Govemment of the recipient country to

make a pledge for assistance, which is followed by the conclusion of the G/A between JICAand the

G｡vemment of the recipient country to define the necessary articles to implement the Project, such

as payment conditionsl responsibilities of the Government of the recIPlent country, and procurement

conditions.

(2) Selection of Consultants

The consultant firm(S) used forthe Survey will be recommended by JICA to the recipient



country to also work on the Project's implementation aRer the E/Nand the G/A, in order to

maintahl technical consistency.

(3) Eligible source countlY

Under the Japanese Grant Aid, in pnnciple, Japanese products and services, including

transportation, or those of the recIPlent COuntry are tO be purchased. When JICA and the

Goverlmlent Of the reclplent country Or its designated authority deem it lleCeSSary, the Grant Aid

may be used for the purchase of the products or services of a third country. However, the

prlme contractors, namely, constructing and procurement fins, and the prune consulting firm

are limited to "Japanese nationals■'.

(4) Necessity of "VeriiicationH

The Govemment of the recipient country or its designated authority will conclude contracts

denominated in Japanese yenwith Japanese nationals･ Those contracts shall be vet.ifled by JICA･

This "Verification" is deemed necessary to secure accountabjlity to Japanese taxpayers.

(5) Major llndertakings to be taken by the Government of the Recipient Country

lll the implementation of the Grant Ald Prqect, the reclplellt COulltlY lS required to undertake

such necessary measul'eS aS AnlleX-3.

(6) "Proper Use●-

The Government of tlle reeipjent country is required to maintain and use the facilities

constructed and the equipment Purchased under the Grant Aid properly and effectively and to

asslgn Staff necessary for this operation and mahltenanCe aS Well as to bear all the expenses

o仏er than those covered by tlle Grant Aid.

(7) I-Export arid Re-export"

The products purchased under the Grant Aid should not be exported or re-exported from the

recIPlent COuntlγ･

(8) Banking AITangementS (B/A)

a) The Government of the recipient coulユーry Or its designated乱lthority should open an

account illthe name of the Govemment of the recIPlent COuntry ln a bankinJapan

(hereina鮎r referred to as ■'the Bank'r)･ JICAwiH execute the Grant Aid by making

payments in Japanese yell tO cover the obligations illCurred by the Governmellt Of the

recipient country or its designated authorityunder the Verified Contracts.

b) The payments will be made when payment requests are presented by the Barlk to JICA



underthe Authorization to Pay (A/P) issued bythe Govemment of the recipient country or

its designated authority.

(9) Authorization to Pay (A/P)

The Goverllment Of the reclplellt COuntry Should bear an advising commission of the

Authorization to Pay and payment commissions to血母 Bank･

(1 0) Social and Environmental Considerations

A recipient country must ensure the social and environmental considerations for the Project

and must fouow the environmental regulation of the recIPlent country and JICA socio-

environmental guideline･

(End)



FLOW CHART OF JAPAN'S GRANT AID PROCEDURES
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Major Undertakings to be taken by the recipient government

Annex-3

NO 迫FVﾗ2�Tobecover亡,d bytheGrant 彦�&V6�W&VB�'友�&V6��ﾆV蹌�

1 彦�&V�'F�f�ﾆ�ﾆ誥4�ﾖ�76柳�7F��&�豸�ｦ���詛�"� ��ﾂ�

thebankingservicesbasedupontheBankingArrangement 

1)Advi畠ingcommissionofAuthorizationtoPay ��● 

2)Paymentcommission ��● 

2 彦��7W&W�&��GV貽��F匁v�襷7W7F�66ﾆV�&��6V�G��'G2� ��ﾂ�

ofdisembarkationintherecipientcountryandtoassist 

intemaltransportationoftheproductstherein 

1)Marine/AirtransportationoftheproductskomJapanto ��ﾂ� 

血ereclplentCOuntⅣ 

2)Internaltransportationfromtheportsofdisembarkation ��ﾂ�● 

totheprojectsite �(TVPrograms) 

3 彦��7W&WF��F7W7F�6GWF妨2ﾆ也FVﾖ�ﾇF��6�襷��&f�66��� ��ﾂ�

levieswhichmaybeimposedintherecipientcountrywith 

respecttothepurchaseoftheproductsandtheservicesbe 

exemptedorbebomeby血eAuthoritywithoutuslngthe 

Grant 

4 彦��66�&Dｦ���觚6V��F柳��ﾇ7v�6W6W'f�6W6ﾖ��&R� ��ﾂ�

requiredinconnectionwiththesupplyoftheproductsand 

theservicesundertheverifiedcontractsuchfacilitiesas 

maybenecessaryfortheirentryintotherecipientcountry 

andstaythereinfortheperformanceoftheirwork 

5 彦��7W&WF��GF�f�6免友妨6�襾F�W�Vﾅ�ﾖV蹤&R� ��ﾂ�

maintainedandusedproperlyandeffectivelyforthe 

implementationoftheProject 

6 彦�&V�&�ﾆﾂ蹤�W��V�6W2ﾆ��'F��蹤�6V6�W&VF'友�� ��ﾂ�
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プロジェクト位置図:ブルキナファソ国、ワガドゥグ市、ボボ・デュラッソ市 

 

 
（出典：University of Texas Libraries） 

 
 

（出典：CIA World Factbook） 
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写     真 

 
写真-1：練習用器材配布先の一つであるワガドゥグ

市内「青年スポーツ学院」内のクラブ。 

 
写真-2：同左クラブ内にあった畳代用のマット。 

 
写真-3：柔道連盟の活動拠点となっている「8 月 4
日スタジアム」の競技場。 

 
写真-4：「8 月 4 日スタジアム」内の保管室に保管さ

れていた 1995 年に調達された畳。試合用器材は同

室に保管されることとなる。 

 
写真-5：「8 月 4 日スタジアム」内の保管室に保管さ

れていた 1995 年度に調達された柔道着。 

 
写真-6：練習用器材配布先の一つであるワガドゥグ

市内「税関クラブ」の道場。 

 
写真-7：「税関クラブ」の道場。畳の厚さが違うた

め、表面がでこぼこしている。 

 
写真-8：練習用器材配布先の一つであるワガドゥグ

市内「オナテルクラブ」の道場。 
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写真-9：「オナテルクラブ」の道場。 

 
写真-10：同左クラブのマット。破損している箇所

が見られ、練習の妨げとなっている。 

 
写真-11：首都ワガドゥグ市より西に約 90km に位置

するクドゥグ市にある「クドゥグクラブ」外観。 

 
写真-12：「クドゥグクラブ」クラブでは子供達が畳

の代用品である手作りマットを利用して練習して

いる。 

写真-13: ワガドゥグ市内「シアオ体育館」の外観。

多くの柔道大会がここで開催されている。 

 
写真-14: 「シアオ体育館」の内部。要請の試合用

畳はここに横一列で 3 セット使用される予定。 

 
写真-15：2009 年 7 月に「シアオ体育館」において

開催された国内選手権の様子。畳は 1995 年度に調

達されたもの。 

写真-16:「青年スポーツ学院」の事務所に保管され

ていた 1995 年に調達されたカメラ。 
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1. プロジェクトの背景・経緯 

(1)  要請の背景・目的 

ブルキナファソ国（以下「ブ」国という。）では、サッカー、サイクリングと並んで柔道は国民

に非常に人気の高いスポーツである。ブルキナファソ柔道連盟は 1963 年に創設され、1995 年度

に我が国の文化無償にて柔道関連器材を整備以後、アフリカ、国際レベルの試合で好成績を上げ

ており、スポーツ・余暇省（以下「スポーツ省」という。）の活動計画の中でも柔道振興は重要な

位置を占めている。 

同柔道連盟は、器材のメンテナンスを行い、最低限の柔道練習環境を維持しようと努力はして

いるものの、予算の制約上、器材を更新できないまま現在に至っている。柔道器材を更新するこ

とにより、柔道連盟下のクラブの活動を強化し、「ブ」国内での更なる柔道振興・技術力の向上を

図ることを目的として、器材の整備に必要な資金協力を我が国に対し要請した。その他、柔道選

手の筋力向上のためのトレーニング器材、及び主管省であるスポーツ省によってハンドボール器

材、バスケットボール器材が要請された。 

 

(2)  要請の内容 

1) 要請年月 2005 年 10 月 

2) 要請金額 42.3 百万円 

3) 要請内容 合計 27 品目 

①柔道器材：試合用畳、畳用フレーム、柔道タイマー、柔道着など 9 品目 

②ハンドボール器材1：ハンドボールゴール、得点板など 3 品目 

③バスケットボール器材2：スプリングゴール、反則数表示板など 4 品目 

④トレーニング器材：チェストプレス、シーテッド・ローなど 11 品目 

 

2. 我が国の関連分野への協力 

(1) 我が国の関連分野への協力 

我が国の関連分野への協力実績は表-1 に示すとおりである。 

                                               
1 当初2005年3月に要請されたが、その後2005年9月要請の際にスポーツ省により要請に追加された。 
2 脚注 1 と同様。 



VI 

VI-2 

 

表-1 我が国の関連分野への協力実績 

（単位：百万円） 

実施年度 協力形態 案件名 
供与 

限度額 
概要 

1995 年度 無償資金協力 ブルキナ柔道武道

連盟に対する柔道

器材 

50.0 柔道器材の調達 

・練習用柔道畳 1,024 枚 

・練習用柔道着 770 枚 

・柔道電子タイマー3 台 

・スコアボード 5 台 

・ビデオカメラ 2 台 

2001 ～ 2005

年度 

青年海外協力隊 指導科目：柔道 

人数：2 人 

 柔道振興のための活動指導。 

 

(2) 他のドナー国・機関の援助との関連 

  特になし。 

3. プロジェクトの実施体制 

(1) 組織 

本プロジェクトの主管官庁はスポーツ・余暇省、実施機関はブルキナファソ柔道連盟である。

スポーツ省は、柔道を含め「ブ」国におけるスポーツ全般に係るスポーツ振興に関する方針の決

定、予算管理などを行っている。1963 年に創設された柔道連盟は、スポーツ省の傘下において、

「ブ」国における柔道の更なる普及、発展などを目標に掲げ、地区、リーグレベルにおけるクラ

ブの活動の監督、クラブ同士の交流促進、また他のスポーツ連盟との友好促進、地域・国内・国

際大会の開催、国際試合への参加といった活動を行っている。また、今回器材配布予定としてい

るクラブが活動しているワガドゥグ市、ボボ・デュラッソ市にはそれぞれ中央地区、西部地区の

支部があり、柔道連盟の中心的活動を担っている。 

「ブ」国内での、柔道の人気の高まりと、柔道連盟の活動範囲の拡大により、柔道連盟設立当

時は 8 クラブだったが、現在では 25 クラブまで増加し、柔道愛好者の数は 1995 年比で 2,000 人

増加の、約 6,000 人となっている。 

各クラブでは、スポーツ省下にあるスポーツ指導者養成学校である国立青年スポーツ学院

(INJEPS)卒業生や、柔道連盟から派遣されたコーチが指導に当っており、活動スケジュールは各

クラブで異なるが、柔道連盟本部との交流を密に活動している。地域大会は年に 2 回程度、ワガ

ドゥグ市及びボボ・デュラッソ市で開催され、ワガドゥグ市での国内大会を経て「ブ」国代表選

手が選ばれ、表-2 のとおり、年に 8 回程国際大会に参加している。また、「ブ」国内で、国際試合

を年に 1 度ワガドゥグ市内にあるシアオ体育館において開催している。 

スポーツ省、柔道連盟、各クラブの関係図は、図-1 のとおりである。 
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◎

リーグレベル
(2)

(1地域に幾つかのクラブがある。)

地区レベル(1)

(1都市に幾つかのクラブがある)

クラブレベル
(25)

○ 税関クラブ ○ オナテルクラブ ファダクラブ バンフォーラクラブ

○ オナテルクラブ ○ 警察クラブ クドゥグクラブ デドゥグクラブ

○ 警察クラブ ○ キャンプ・クニマクラブ ワヒグヤクラブ

○ バンバタクラブ キャンプ・ケジンクラブ ポクラブ

○ バンヤマクラブ エコール・ヌーボクラブ テンコドゴクラブ

○ 国立青年スポーツ学院クラブ ○ クペラクラブ

○ ジェー・シー・ディークラブ ○ エル・オー・シークラブ
レオクラブ フーンデクラブ

○ ユー・エス・エフ・エークラブ
ジニアレクラブ

○ ジンダクラブ

○ 練習用器材配布対象クラブ
◎ 試合用器材配布対象先

ジェー・シー・シー・
ビークラブ

ブルキナ柔道連盟

（1都市に1クラブのみ）

スポーツ・余暇省

中央地区
(ワガドゥグ)

ガウア

ガウアクラブ

他スポーツ連盟

ベレガドゥグクラ
ブ

ディエブグクラブ

国立青年スポーツ学院

西部地区
(ボボ・デュラッソ)

クラブ

現
在
活
動
中

 
開
設
予
定

 
（出典：ブルキナファソ柔道連盟提出資料） 

図-1 スポーツ・余暇省・ブルキナファソ柔道連盟・クラブ 関係図 

 

柔道連盟の組織図は図-2 のとおりであり、ワガドゥグ市内国立青年スポーツ学院クラブ近くに

位置する「8 月 4 日スタジアム」を拠点に、スタッフは会長を筆頭に 9 人がボランティアで活動

を行っている。柔道連盟幹部には段を所有し、自らコーチとして教えている役員や、また自ら柔

道連盟の活動に寄付を行っている役員もおり、柔道連盟の活動に大きく貢献している。予算はス

ポンサーの収入が主となり、試合や遠征の際の寄付やスポンサーは必要としているものの、予算、

組織体制とも実施能力は十分であると判断される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （出典：ブルキナファソ柔道連盟提出資料） 

図-2 ブルキナファソ柔道連盟 組織図 

 

事務局長 財務 組織部 情報部

規則委員会 技術委員会 審判員委員会 判定委員会 

国際試合組織委員会国内大会組委員会 試合用備品委員

会

副会長 顧問弁護士 

トレーニング監督 指導・教育部 

会長 

技術管理部 
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表-2 過去 2 年間の試合への参加実績 
2007-2008年の活動実績

時期 大会名 開催地 大会名 開催地
2007年12月20日-22日 コトヌ国際大会 ベナン
2008年2月9日-10日 パリ国際大会 フランス
2008年2月23日-24日 ハンブルグ国際大会 ドイツ

2008年3月19日-20日 地域大会

ブルキナファソ
（ワガドゥグ、ボボ
デュラッソ）

2008年3月22日-26日 カサブランカ大会 モロッコ
2008年3月28日-29日 チュニジア国際大会 チュニジア
2008年4月3日-10日 アルジェリア大会 アルジェリア

2008年4月26日-27日 国内大会
ブルキナファソ
（ワガドゥグ）

2008年5月12日-18日 アフリカシニア大会 モロッコ
2008年6月28日-29日 ワガドゥグ国際大会 ブルキナファソ
2008年7月7日-13日 アフリカジュニア大会 ニジェール
2008年8月 ONATEL国際試合 ブルキナファソ
2008年9月 オリンピック 中国

国内大会 国際大会

 
2008-2009年の活動実績

時期 大会名 開催地 大会名 開催地
2008年12月27日-28日 ニアメ国際大会 ニジェール
2009年2月7日-8日 パリ国際大会 フランス

2009年3月21日-22日 地域大会

ブルキナファソ
（ワガドゥグ、ボボ
デュラッソ）

2009年3月28日-29日 チュニジア国際大会 チュニジア
2009年4月6日-12日 アルジェリア大会 アルジェリア

2009年4月25日-26日 国内大会
ブルキナファソ
（ワガドゥグ）

2009年5月12日-18日 アフリカシニア大会 モーリシャス
2009年6月27日-28日 ワガドゥグ国際大会 ブルキナファソ
2009年7月6日-12日 アビジャン国際大会 コートジボアール
2009年8月 ONATEL国際試合 ブルキナファソ

国内大会 国際大会

 

（出典：ブルキナファソ柔道連盟提出資料） 

 

要請器材の配布を予定している各クラブの詳細は表-3 のとおりである。 

各クラブにおいては、各クラブ専属のコーチが監督に当たっており、週に 2～4 回練習を行って

いる。ワガドゥグ市内で最も選手数を有する「オナテルクラブ」は、社会事業の一環としてスポ

ーツ振興のために電話・通信会社がスポンサーとなって建設された道場であり、柔道の他にテコ

ンドウのクラスが開催されている。また、オナテルのスポンサーによってワガドゥグ市で一年に

一回の国際試合が開催されている。同クラブにおいては柔道連盟下のコーチ 6 人が監督をしてお

り、そのうちの 1 人は「ブ」国内で 6 段を所有している 2 人のうちの 1 人である。大人向けクラ

スは火曜、木曜、土曜の 18 時半から 20 時半まで、子供向けクラスは木曜、土曜の 15 時から 17

時で行われている。同クラブから「ブ」国代表選手に選ばれている選手が数人おり、「ブ」国代表

チームも同クラブ、税関クラブ、及び国立青年スポーツ学院クラブの道場で練習を行っている。

各クラブにおいて、一年のプログラムは試合や段認定の日程に合わせた練習内容を組んでおり、

指導や体制面は整っていると判断される。 
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表-3 柔道連盟クラブ別詳細 
地域 クラブ名 道場サイズ 既存の畳数 施錠 クラススケジュール 機材維持担当者名 設立年

警察クラブ
12m x 12m

10（使用可）
50(老朽化）

可 月、水、木、土 baguian wahabou 1962

バンバタクラブ
8m x 10m

15(使用可）
35(老朽化） 可 水、木、土 nabi franck 1996

バンヤマクラブ
8m x 10m

20（使用可）
30(老朽化) 可 木、土 ouoba nestor 1973

国立青年スポーツ学院クラブ
20.20m × 15.20m

41(使用可）
103（老朽化） 可 火、木、土 coulibaly daouda 1976

ジェー・シー・ディークラブ
15m x 12m

15(使用可）
35(老朽化） 可 火、木、土 sawadogo anatole 1996

ユー・エス・エフ・エークラブ
14m x 10m

5（使用可）
45（老朽化） 可 月、水、木、土 palm athanase 1965

ジンダクラブ
12m x 12m

10（使用可）
45（老朽化） 可 火、木、土 zagre barnabe 1999

税関クラブ
10m x 10m

20（使用可）
40（老朽化） 可 火、木、土 traore sadidioma 2002

オナテルクラブ

10m x 15m
20（使用可）
60（老朽化） 可

大人向けクラス
火、木、土 18:30-
20:30
子供向けクラス
木、土 15:00-17:00 zoungrana adrien 1963

警察クラブ
10m x 12m

15（使用可）
35（老朽化） 可 木、土 bicaba jacob 2003

オナテルクラブ
10m x 10m

20（使用可）
30(老朽化) 可 月、水、木、土 drabo boukary 1993

キャンプ・クニマクラブ
8m x 10m

10（使用可）
40（老朽化） 可 火、木、土 bambara jean 1982

ジェー・シー・シー・ビークラブ
8m x 10m

10（使用可）
40（老朽化） 可 月、水、木、土 traore dramane 1961

エル・オーシークラブ
8m x 10m

10（使用可）
40（老朽化） 可 火、木、土 tanga amadou 1989

ワガドゥグ

ボボ・デュラッソ

 
（出典：ブルキナファソ柔道連盟提出資料） 

(2) 財政状況 

1) 財政状況 

柔道連盟の 2008 年から 2010 年にかけての予算は表-4 のとおりである。柔道連盟の収入は、政

府からの補助金及び試合開催の際のスポンサーからの寄付金により成り立っている。柔道連盟は

国際、国内試合の開催などの活動を行っており、支出内訳としてはこれらが大半を占める。また、

柔道連盟では各クラブから要請を受けて畳の修理などについても収入の 15%を修理、維持管理費

として充て、補助を行っている。 

表-4 ブルキナファソ柔道連盟予算 

（単位:CFA） 

年度 2008 年度実績 2009 年度計画 2010 年度計画 

収入 

政府からの補助金 9,980,534 3,000,000 

柔道連盟収入（寄付金など含む） 27,969,466 39,226,000 

合計 37,950,000 42,226,000 45,000,000

支出 

人件費*1 - - -

光熱代*2 - - -

電話代*2 - - -

修理、維持管理費（目安として柔道連

盟年間収入の 15%を充当している。） 

 6,750,000

畳修理費 2,936,794 4,118,730 -

    柔道タイマー修理費 755,176 706,068 -

その他 503,450 1,059,102 -

 試合遠征費、試合開催費 33,754,580 36,342,100 38,250,000

合計 37,950,000 42,226,000 45,000,000
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* 予算執行期間は 1 月から 12 月まで。 
*1 無報酬で活動している。 
*2 「8 月 4 日スタジアム」の一室を間借りしているため発生しない。 

（出典：ブルキナファソ柔道連盟提出資料） 

(3) 技術水準 

 柔道連盟は、表-5 に示す 272 人の有段者を有する。毎年二回段位認定試験を行っており、「ブ」

国内の段位認定において初段以下は柔道連盟により、二段から六段はフランスの柔道連盟関係者

と共同で認定を行っている。表-6 に示すとおり、国際大会への参加は 1995 年度の器材整備後から

顕著に見られるようになり、また近年、アフリカ選手権大会など国際大会で銀メダルを獲得して

いる他、オリンピックにも 2000 年のシドニー大会から 3 回連続で選手が出場している。主な大会

実績については表-6 のとおりである。練習用器材については柔道で一般的に使用されるものであ

り、同クラブに所属する練習生及びコーチによって使用され、試合用器材については試合出場選

手によって使用されるレベルであり問題ないと判断される。 

表-5 各クラブにおける有段者数 

地域 クラブ名 選手数（男性） 選手数（女性） コーチ数 初段 二段 三段 四段 五段 六段
警察クラブ 130 86 3 17

バンバタクラブ 220 140 2 4
バンヤマクラブ 39 18 2 3

国立青年スポーツ学院クラブ 119 93 5 2
ジェー・シー・ディークラブ 160 70 4 3
ユー・エス・エフ・エークラブ 114 46 5 3

ジンダクラブ 213 57 2 4
税関クラブ 209 60 3 1

オナテルクラブ 341 198 6 21
警察クラブ 80 39 2 6

オナテルクラブ 190 107 5 7
キャンプ・クニマクラブ 149 97 3 9
キャンプ・ケジンクラブ 105 58 2 6

エコール・ヌーボークラブ 80 21 2 3
ジェー・シー・シー・ビークラブ 214 113 5 13

エル・オーシークラブ 238 1,216 3 3
ファダクラブ
クドゥグクラブ 77 13 1 2
クペラクラブ
レオクラブ

ワヒグヤクラブ 92 36 2 2
ポクラブ 112 66 2 3

テンコドゴクラブ 49 11 1 1
バンフォーラクラブ 79 23 1 1
ベレガドゥグクラブ

デドゥグクラブ 114 30 1 1
ディエブグクラブ 47 18 1 1
ガウアクラブ
フーンデクラブ
ジニアレクラブ

合計人数 3,171 2,616 63 116 62 48 36 8 2

今後開設予定

その他クラブ

ボボ・デュラッソ

ワガドゥグ

今後開設予定

今後開設予定

今後開設予定

今後開設予定
不明

 
*二段から六段までの人数内訳は不明 

（出典：ブルキナファソ柔道連盟提出資料） 
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表-6 主な大会実績 

開催年 大会名 開催都市 主な大会実績
1983 アフリカンチャンピオンシップ 参加
1988 オリンピック 韓国 参加
1998 アフリカンチャンピオンシップ 参加
2000 オリンピック シドニー 参加
2004 アフリカンチャンピオンシップ チュニジア 銀メダル（女子48kg）

オリンピック アテネ 参加
2005 アフリカンチャンピオンシップ 南アフリカ 銅メダル（男子70kg）

フランス語圏大会
銀メダル（女子57kg）
銅メダル（女子48kg）

2006 アフリカンチャンピオンシップ 銀メダル（男子75kg）
2007 アフリカンチャンピオンシップ 参加

アフリカ大会 アルジェリア ５位－6選手
2008 アフリカンチャンピオンシップ モロッコ 参加

オリンピック 中国 参加
2009 アフリカンチャンピオンシップ モーリシャス 銅メダル（女子57kg）

その他 アフリカジュニア大会
銀メダル7つ
銅メダル5つ  

（出典：ブルキナファソ柔道連盟提出資料） 

 

(4)  既存器材 

柔道連盟が保有する既存器材は表-7 のとおりであり、全て 1995 年度一般文化無償案件において

整備された器材である。 

 

表-7 既存器材リスト 

No. 器材名 数量 原産国 設置年 状況 

1 練習用畳 8 セット(1,024 枚) 日本 1997 老朽化 

2 練習用柔道着サイズ 0 

(130～140cm 程度) 

10 日本 1997 良好 

3 練習用柔道着サイズ 1 

(140～150cm 程度) 

60 日本 1997 良好 

4 練習用柔道着サイズ 1 

(150～160cm 程度) 

60 日本 1997 良好 

5 柔道電子タイマー 3 日本 1997 ほぼ良好 

6 スコアボード 5 日本 1997 IJF ルール変更により

現在のルールに対

応していない。 

7 ビデオカメラ 2 日本 1997 老朽化 

（出典：ブルキナファソ柔道連盟提出資料） 

 

練習用畳については、表面が破損していたり、波打ったりしていて老朽化しているものが多く、

ほころびを繕って修復するなどの努力はされているものの、技術向上のための練習に適切な環境

とは言い難い。練習用柔道着については、子供向けの小さいサイズのみ残っており、大人用サイ
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ズが不足している。スコアボードについては、IJF3ルールが変更されたことにより現在のルールに

適合してない。また、柔道競技状況を記録する撮影・編集用器材も大切に使用され、一部器材は

使用可能な状況である。 

上記に記載はないが、一部のクラブでは、柔道畳がないために、畳の代用品として手作りマッ

トや、フランス製の中古の柔道着を利用している。 

 

4. プロジェクトの内容 

(1) プロジェクトの概要 

1) 上位計画 

特になし。 

 

2) 当該セクターの現状 

「ブ」国では、サッカー、サイクリングと並んで柔道は国民に非常に人気の高いスポーツであ

る。そうした中、「ブ」国では 1963 年に柔道連盟が創設された。柔道連盟設立後、「ブ」国は、ア

フリカ選手権大会など多くの国際大会で銀・銅メダル獲得を含め、優秀な成績を収めたほか、オ

リンピックにも 2000 年のシドニー大会から 3 回連続で出場選手を出すなどの成果を上げており、

スポーツ省の活動計画の中でも柔道振興は重要な位置を占めている。しかし、「ブ」国は財政的制

約より、柔道振興のための十分な予算を充てられていない状況である。1995 年度に我が国の文化

無償にて柔道関連器材を整備後、柔道連盟では業者を通じて畳のほころびを繕って修復するなど

最低限のメンテナンスを行ってはいるものの、それら器材は予算不足のために更新されないまま

現在に至っており、既に 15 年ほども経っている柔道畳の状態は柔道愛好者の十分な活動に対応で

きない状態にある。また、ワガドゥグ、ボボ・デュラッソ両市以外の地方クラブにおいては、器

材不足が慢性化しており、手作りのマットや、他のもので代用して練習を行わざるを得ない状況

となっている。柔道連盟の果たしている役割や期待される役割に比して圧倒的に柔道器材が不足

している現状があり、早期の器材整備が求められている。 

 

3) プロジェクトの目的 

本プロジェクトは、柔道連盟の練習用畳、柔道着を整備するとともに、試合用畳と柔道着を整

備することにより、「ブ」国内の柔道の振興・発展を図ることを目的としている。 

 

(2) プロジェクトの基本計画 

1) 設計方針 

本プロジェクトは、以下の方針に基づき計画することとした。 

柔道器材については、1995 年度に「ブ」国で実施した文化無償の柔道器材調達計画の成果を確

認した上で、必要性、妥当性、今後の活用計画を踏まえ、練習用と試合用の器材を整備する。 

ハンドボール器材、バスケットボール器材、トレーニング器材については柔道振興に貢献する

                                               
3 IJF:国際柔道連盟(International Judo Fedaration) 
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という要請目的に沿わないため対象外とする。 

柔道練習用器材については先方と協議の上、優先度が高く、柔道が盛んで、また柔道連盟が頻

繁にコーチや審判を送り技術指導を行っており、本部が管理を行い易いワガドゥグ市の 9 つのク

ラブと、ボボ・デュラッソ市の 5 つのクラブの計 14 サイトを配布先として選定し、各柔道クラブ

の規模、既存器材の内訳、配布・利用計画及び活動の内容から、必要数量を算定した。試合用器

材については、試合の開催状況及び参加選手人数より最低必要数量を算定した。 

 

2) 基本計画(器材計画) 

 上記設計方針に基づき、先方の設置場所の規模、先方の要望等を勘案の上、以下の理由により、

計画対象器材の選定を行った。本プロジェクトの最終的な器材リスト及び用途は表-8 のとおりで

ある。 

 

表-8 器材リスト及び用途 

器材名 用途 数量 

練習用柔道畳(50 枚/セット) 柔道練習用 14 セット 

柔道畳枠 
畳のズレを押

さえる 
14 セット 

練習用柔道着 3 サイズ 柔道練習用 各サイズ 170 着 

試合用柔道畳(98 枚/セット) 柔道試合用 3 セット 

試合用柔道着  

白、青各 3 サイズ 

柔道試合用 
各 15 着 

  

使用頻度が高く最低限必要な器材として、練習用と試合用の柔道畳と柔道着を計画対象とし、

当初要請に含まれていたタイマーと畳運搬車等については計画対象外とした。 

練習用柔道畳の数量については、各クラブで設置可能な数量 50 枚を 1 セットとした。練習用柔

道着については、各クラブに必要最低限の数量とした。これらはワガドゥグとボボ・デュラッソ

両市にある柔道連盟下の 14 クラブに配布される（図-1 組織図参照）。いずれのクラブも施錠が可

能である。またこれに伴って、1995 年度に調達された既存の畳は、畳がない他のクラブなどに「ブ」

国側の負担により再配布される予定である。 

試合用柔道畳については、国内、アフリカ地域、国際大会の公式試合でも使用することから、

国際柔道連盟規定の最小サイズ 14m×14m に必要な 98 枚/セットとし、横一列に 3 面の競技場を

設置し使用されることから 3 セットとした。試合用柔道着については、国際試合出場レベルの選

手数を考慮に入れ、各サイズ 15 着ずつとした。試合用器材については、ワガドゥグ市内の「8 月

4 日スタジアム」において施錠が可能な保管室にて保管される。 

 

3) 器材等調達計画 

 本プロジェクトにて調達される器材の調達先は表-9 のとおりである。 
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表-9 器材等調達先 

原産国 
器材名 

現 地 日 本 第三国
備考 

練習用柔道畳  ○   

柔道畳枠  ○   

練習用柔道着  ○   

試合用柔道畳  ○   

試合用柔道着  ○   

割合（％） 0 ％ 100 ％ 0% 

 

現地代理店の有無、アフターセールスサービスに関しては、日本のいずれのメーカーも同国内

に代理店や販売店を有していないことから、日本からの対応となる。消耗品は特にない。 

 

本プロジェクトで調達される器材の輸送は、日本側経費負担により、契約業者が行う。日本から

調達される器材はコンテナ詰めされた後、海上輸送され、トーゴ共和国ロメ港、ガーナ共和国テ

マ港のいずれかで陸揚げされ、コンテナのままブルキナファソ国内ワガドゥグ市内のスポーツ省

まで運ばれる。ロメ港、テマ港からワガドゥグ市までの内陸輸送はそれぞれ約 1,240km、約 970km

である。海上輸送には約 5 週間を要する。内陸輸送は、それぞれ繁忙期や通関の状況によって異

なるが 3 週間程度である。 

 なお、コートジボアール共和国アビジャン港については、治安の問題から同連盟より使用しな

いで欲しいとの希望があったことにより、入札時に注意を要する。 

 

4) 器材据付及び操作指導 

据付及び初期操作指導が必要となる器材はない。 

 

5) 事業実施工程表 

 本プロジェクトの事業実施工程表を表-10 に示す。 
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6) 事業実施工程表                表-10 事業実施工程表 

平成21年度

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

交換公文（E/N)締結 ▽

贈与計画（G/A) ▽

調達監理契約 ▽

入札仕様書作成

器材価格、諸経費調査 ▽

予定価格の作成 ▽

入札公告(案）の作成 ▽

入札図書(案）の作成 ▽

入札図書承認 ▽

在京大使館への入札手続き説明 ▽

入札公告、入札図書配布 ▽

質問受付・回答（アメンド含む）

入札 ▽

入札評価        

業者契約締結 　　　　　▽

業者契約認証 　　　▽

発注 　　　▽

器材製作

船積前検査

輸送

納入・開梱

業務完了の確認 合計M/M
0.09 0.12 0.19 0.10

0.20 0.23 0.19 0.17 0.07 0.37

2011年

平成22年度

入
　
札
　
段
　
階

契
約

　項　目

会計年度

暦　年 2010年

0.50

1.23

調
　
達
　
段
　
階

要
員
計
画

業務主任（3号）

器材調達担当（4号）

国内業務

現地業務  
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(3) 相手国側負担事項 

本プロジェクト実施にあたって、「ブ」国側の負担事項は表-11 に示すとおりである。柔

道連盟 2009 年度予算額 4,222 万 CFA の 0.3～0.4％程度であり、十分に負担可能な額である

と判断される。 

 

表-11 相手国側負担事項 

負担内容 負担経費 

（CFA） 

支払授権書（A/P）発行、銀行取り極め

（B/A）に係る手数料 
175,000 

 

(4) 運営維持管理 

 維持管理に問題なく、1995 年度整備の器材も適切に管理されている。 

 柔道畳及び柔道着の維持、管理は基本的に各クラブのスタッフが行うが、ワガドゥグ市

内には畳の修理を行うことが可能な業者もあり、器材の状態がひどい場合にはこれらの業

者に修理を依頼する。本案件が実現した場合、全体の修理、維持管理費として予算の最大

15%を割り当てる予定であり、メンテナンスや消耗品・スペアパーツはほとんど発生しない

ので、維持管理費に係る予算上の問題はないと判断する。なお、試合用畳と試合用柔道着

を保管する予定の「8 月 4 日スタジアム」には専属の維持・管理者を雇用している。また、

各クラブでも表-3 に記載する器材責任者が任命されており、要請器材については問題なく

管理されると判断される。 

 

(5) 実施に当たっての留意事項 

1) 国内輸送 

ワガドゥグ市のスポーツ省までは調達契約業者が負担し、その後は柔道連盟負担で各クラ

ブまで配布予定であるので、柔道連盟が最終配布クラブまで確実に器材が届けられるよう管

理し、各クラブの責任者より受領のサインを取付けるなど、最終地点での器材の数量、受領

日を記録するなどの対応が必要である。 

 

2）免税措置 

器材の輸入通関に当たっては、免税措置が必要となる。 

 

5. プロジェクトの妥当性・実施により期待される効果 

(1)プロジェクトの効果 

1) 直接効果 

① ワガドゥグとボボ・デュラッソ両市にある 14 クラブに新しい畳が設置されること

で、同クラブで柔道を学んでいる 4,756 人の柔道愛好者の柔道練習環境が改善され

る。 

② 試合用畳の設置によってハード面における試合環境が大幅に改善されることによ
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り、柔道連盟がスポンサーからの寄付金を得て、首都のワガドゥグ市で年 3～4 回

開催している国内・国際大会などを、年間 10 回ほど開催することが可能となる。 

③ 新しい器材を調達することにより、新規畳が入ったクラブから地方への畳を有さな

いクラブ及び新規設立予定のクラブへ既存の畳が「ブ」国側負担により送付される

予定である。これによって 2012 年までに現在全国 2 支部、1 地区、25 クラブであ

るところ、7 支部、12 地区 40 クラブまでに拡張する計画を促進する。それに伴い、

全国での柔道好者は 8,000 人に増加する見込みである。また、地方のクラブでも柔

道愛好者の人口増に応じて生徒受入れが可能となり、クラブ内でも子供クラス、初

級者、中級者、上級者といったレベル別のクラスを設ける計画により、よりきめ細

やかな指導を行うことが可能となる。 

 

2) 間接効果 

① 試合用畳を支援することによって、今まで波打った畳で開催された状況から適切な

環境で試合を行う事が可能となる。 

② 練習環境の改善によって、選手の技術向上に貢献し、「ブ」国における技術レベル

の向上につながる。また、段位取得者の人数増加も見込まれる。 

③ 柔道連盟では、西アフリカ地域の周辺諸国にコーチを派遣することを通じて、柔道

愛好者の増加に寄与しているが、器材支援による環境整備を通じてさらに充実した

支援が可能になる。 

④ 「ブ」国では、国際会議や国際大会の開催などを通じて、「ブ」国の存在意義を国

際的に高めたいとの方針があり、本プロジェクトは「ブ」国の同方針を側面支援す

ることとなる。 

 

(2) 課題・提言  

1) 柔道着・柔道畳の管理 

練習用柔道着は各クラブにおいて、試合用柔道着は柔道連盟が責任を持って管理するこ

ととなっているが、紛失のないように台帳などで管理する必要がある。 

試合用柔道畳においては、「8 月 4 日スタジアム」に保管され、柔道連盟の管理の下に、

シアオ体育館で使用される予定だが、紛失を防ぐために適切な管理が必要である。 

 

2) 柔道指導者の派遣 

「ブ」国の柔道技術は競技人口の裾野が徐々に広がり、国際大会などでメダルを獲得す

る選手が出てくるほど、近年レベルが向上してきているが、指導者が不足しており、優秀

な指導者を求める強い希望が寄せられた。過去に柔道分野で二度、青年海外協力隊員が派

遣されたが、柔道連盟からは、器材が不十分である地方クラブの環境にありながら、熱心

かつ細やかな指導を行ったことについて高い評価を得ている。本案件が実現した場合は、

過去と同様に隊員活動と連携が強化されれば、総合的なアピール効果が高まり、有意義な

支援になると思料され、本件については積極的に検討されるべきと考える。 
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3) 我が国支援に係る広報について 

柔道連盟では、本プロジェクトが実施された場合の広報手段として、柔道連盟の然る場

所に銘板の設置、引渡し式の開催、国内マスメディア、現在作成中のホームページなどを

通して広報を計画している。また、日本大使館と共同で柔道の試合を開催することも視野

に入れている。 

 

(3) プロジェクトの妥当性 

 今次要請器材は、既存器材の更新及び、「ブ」国における器材の不足を解消し、「ブ」国

における柔道の振興、発展に寄与するものである。器材内容、仕様も必要最低限であり、

また、本プロジェクトを通して日本の文化紹介、愛好者増加にもつながるものである。従

って、十分に妥当性があると言える。 
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6. 付属資料 

(1) 調査団員・氏名 

堀江 聡 団長、機材計画      （財）日本国際協力システム 

三木 聖子 機材調達・積算（柔道器材）   （財）日本国際協力システム 

 

(2) 調査行程 

No. 日付 曜日 旅　程 業務内容 宿泊地

1 8/22 土 成田11:05(JL405)→16:40パリ 移動 パリ

2 8/23 日 パリ11:00（AF732）→16:40ワガドゥグー 移動、資料整理、市場調査 ワガドゥグー

3 8/24 月 JICA及び大使館訪問・打ち合わせ、要請機関との協議・調査 ワガドゥグー

4 8/25 火 要請機関との協議・調査 ワガドゥグー

5 8/26 水 要請機関との協議・調査 ワガドゥグー

6 8/27 木 要請機関との協議・調査 ワガドゥグー

7 8/28 金 ミニッツ署名、大使館及びJICA報告 ワガドゥグー

8 8/29 土 資料整理、市場調査 ワガドゥグー

9 8/30 日 8:00ワガドゥグー→

 

 

(3) 関係者(面会者)リスト 

スポーツ余暇省 

Mr. Sidiki O. TRAORE  局長 

Mr. Sibiri SANOU  経済課カウンセラー 

Mr. Zingue O.N. Sylvain  ジャーナリスト 

Mr. Nikiema Joadeim  広報部長 

 

ブルキナファソ柔道連盟 

Mr. Antoine Zoungrana  会長 

Mr. Zonngrana Kondrugon André 副会長 

Mr. Cabore Slif   副会長 

Mr. Korogo Idrissa  審判委員長 

Mr. Kini Daba 広報担当長 

Mr. Poda Watil Fred 事務局長 

 

経済財政省 

Mr. Léné Sebgo   局長 
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在ブルキナファソ日本国大使館 

杉浦 勉   特命全権大使 

福原 康二   二等書記官 

 

JICA ブルキナ事務所 

森谷 裕司    所長 

樋渡 優子  ボランティア調整員 

Adama Ouedraogo   現地職員 

 

(4) 討議議事録及び当初要請からの変更点 

最終的に同劇場と合意した討議議事録は別添のとおりである。 

当初要請内容からの変更状況を表-12 に、新たに追加した機材を表-13 に示す。 

 

表-12 当初要請及び修正版要請から削除または変更した機材 

機材名 数量 削除・変更理由 

【柔道機材】   

練習用畳 330⇒700 数量を配布先に合わせて 700 枚（14セ

ット）に変更 

柔道畳枠（ストレート・コーナー） 3⇒14 畳の数量に合わせて 14 セットに変更 

柔道タイマー及びスコアボード 柔道タイマ

ー1、スコア

ボード 2⇒0

タイマーとスコアボードの必要性は認

められるものの、他の器材との優先順

位を総合的に勘案して削除 

畳運搬車 12⇒0 必要性を考慮のうえ削除 

【ハンドボール器材】   

公式ハンドボールゴール 3⇒0 当初要請目的に合致しない器材のた

め削除 

ゴール用ネット 3⇒0 同上 

得点板 3⇒0 同上 

【バスケットボール】   

スプリングゴール 1⇒0 当初要請目的に合致しない器材のた

め削除 

スプリングゴール用ショットクロック 1⇒0 同上 

反則数表示板 1⇒0 同上 

オルタネイティングポジション表示器 1⇒0 同上 

【トレーニングマシン】   

チェストプレス 1⇒0 要請目的との関連性が明確でないた

め削除 

シーテッド・ロー 1⇒0 同上 

レッグエクステンション 1⇒0 同上 

シーテッド・レッグカール 1⇒0 同上 

レッグプレス＆カーフレイズ 1⇒0 同上 
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フライ 1⇒0 同上 

アブダクション 1⇒0 同上 

アシスト・チン＆ディップ 1⇒0 同上 

体重計 5⇒0 小額器材であり、要請機関でも独自に

購入することが可能と考えられるため

削除 

トレッドミル 3⇒0 要請目的との関連性が明確でないた

め削除 

コードレスバイク 5⇒0 同上 

 

表-13 当初要請から追加した機材 

器材名 数量 追加理由 

【柔道器材】   

畳(50 枚/セット) 14 国際試合の実施のために必要。 

柔道着（身長 160～170cm）白色（IJF

認定品） 

15 
国際試合の実施のために必要。 

柔道着（身長 160～170cm）青色（IJF

認定品） 

15 
国際試合の実施のために必要。 

柔道着（身長 170～180cm）白色（IJF

認定品） 

15 
国際試合の実施のために必要。 

柔道着（身長 170～180cm）青色（IJF

認定品） 

15 
国際試合の実施のために必要。 

柔道着（身長 180～190cm）白色（IJF

認定品） 

15 
国際試合の実施のために必要。 

柔道着（身長 180～190cm）青色（IJF

認定品） 

15 
国際試合の実施のために必要。 

 

柔道器材については、練習用畳を配布先のクラブ数に合わせて数量を変更し、それに合

わせて柔道畳枠の数量も変更した。柔道タイマー及びスコアボード及び畳運搬車について

も要請されたが、他の器材との優先順位等を考慮の上、削除とした。その他、国際試合実

施のために、試合用柔道畳、試合用柔道着を追加した。 

ハンドボール器材、バスケットボール器材、トレーニング器材については柔道振興に貢

献するという要請目的に沿わないと考えられるため対象外とした。 

また調査中に、最新の要請器材リストを確認したところ、追加で大会運営用機材(PC、音

響機材など)の要請もあったが、本来の柔道愛好者の普及、技術力の向上という目標からは

乖離しているため、協議の上削除とした。 























 

 

 

 

ブルキナファソ国向けブルキナファソ柔道連盟柔道器材整備計画 

事前調査討議議事録 

 

 

 ブルキナファソ国（以下「ブ」国という。）政府の要請を受け、国際協力機構(以下「JICA」という。)は、ブルキ

ナファソ柔道連盟柔道器材整備計画に関する事前調査実施を決定し、日本国際協力システム（以下「JICS」

という。）に次の右調査の実施を委託した。 

 

 JICA は、事前調査団(以下「調査団」という。)を 2009 年 8 月 24 日から 28 日まで「ブ」国に派遣した。 

 

 調査団は、「ブ」国政府関係者（以下「ブ」国側という。）と討議を行い、要請の詳細を確認した。討議の主要

事項は添付文書のとおりである。 

 

事前調査を実施することは現段階で JICA が援助を行うことを決定したという意味ではない。 

 

ワガドゥグ市、2009 年 8 月 28 日 

 

 

 

 

 

 

シディキ オー トラオレ 

調査・計画局長 

スポーツ・余暇省 

 堀江 聡 

調査団長 

国際協力機構事前調査団 

 

レネ セブゴ 

国際協力局長 

経済財政省 

 アントニ ゾングラナ 

会長 

ブルキナファソ柔道連盟 



 

添付文書 

 

Ｉ. 案件名 

案件名は「ブルキナファソ柔道連盟柔道器材整備計画」である。 

 

ＩＩ. 案件の目的 

案件の目的は、国際基準に準拠し国立施設にするために機材を最新のものにするとともに、機材の種類を

拡大することである。 

 

ＩＩＩ. 「ブ」国側要請器材について 

1. プロジェクトサイト 

 案件の実施場所はブルキナファソ柔道連盟である。 

2. 器材調達 

要請器材の詳細は、添付-1 に示すとおりである。 

3. コンサルタントサービス 

入札図書準備、日本での入札補助業務及び案件監理 

 

IV. 実施機関、協力メカニズム 

実施機関：ブルキナファソ柔道連盟 

責任機関：スポーツ・余暇省 

 

V. 日本無償資金援助スキーム 

１. 「ブ」国側は、添付-2 に示す日本無償資金援助スキームを理解した。 

また、調査団は次のことを説明し、「ブ」側は確認した。 

1) 案件のコンサルタントは JICA によって推薦される。 

2) コンサルタント業務は、援助の予算制限により日本での補助及び監理に限られる。 

3) 案件の入札は、「ブ」国の代表者の出席のもと日本で行われる。「ブ」国からの入札参加費用は援助資

金では支払われない。日本に「ブ」国の代表者がいない場合は、「ブ」国政府又は指定された機関は入

札のためにコンサルタントを委任する。 

 

2. 日本の無償資金援助の実施条件として、「ブ」国側は円滑な実施のために別添-3 に示すとおり、必要とさ

れる措置を講じる。 

 

VI. 関連事項 

1. 被援助国の責任 

日本政府がプロジェクト査定を行うことを決定し、「ブ」側が日本大使館を通じて提示された本プロジェクト

の機材リストに同意した場合には、両者は速やかに次のプロジェクト実施のために準備を行うことを確認し

た。 

 



 

(1) 入札会に立ち会う「ブ」国の代表者を公示前に任命する。 

(2) 調達予定器材が「ブ」国に到着する前に既存器材を移動し、電源の供給や、施設の準備をする。 

(3) 上記及び添付文書に従って必要な予算を確保する。 

 

2. 文化無償における広報活動 

 

日本国政府及び国民が「ブ」国民の文化的発展のために貴重な貢献をしたことを認識するため、次のこと

を実施する。 

 (1) 日本の ODA マークを援助器材に貼る。 

 (2) 柔道連盟の玄関に銘板を設置する。 

 (3) 引渡し式を開催する。 

 (4) 「ブ」国内のマスメディアを通じて広報を行う。 

 (5) 柔道連盟のホームページ上で広く公に感謝の意を表す。 
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